
は
じ
め
に

近
世
阿
波
に
お
け
る
本
末
関
係
の
形
成
を
論
じ
た
大
石
雅
章
氏
は
、
阿
波
の
真
言
宗
寺
院
に

お
い
て
、
中
央
寺
院
と
の
本
末
関
係
は
優
勢
と
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
地
域
有
力
寺
院
を
中
心
に

地
域
ご
と
の
寺
院
組
織
が
形
成
さ
れ
た
点
を
指
摘
し
、
近
世
本
末
関
係
の
普
遍
性
に
つ
い
て
疑

問
を
呈
し
た（
1
）。
具
体
的
に
は
、
表
1
に
み
え
る
よ
う
に
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
高

野
山
学
侶
集
議
中
が
作
成
し
た
「
古
義
真
言
宗
本
末
帳
」
に
登
録
さ
れ
た
阿
波
国
の
古
義
真
言

宗
寺
院
四
四
二
ヶ
寺
の
う
ち
、
そ
の
六
割
が
「
無
本
寺
」
と
そ
の
末
寺
で
あ
っ
た
こ
と
を
提
示

し
た
。
ま
た
、
大
覚
寺
末
寺
院
の
場
合
、
大
覚
寺
の
末
寺
と
な
っ
て
い
く
時
期
は
、
城
下
の
持

明
院
の
み
が
寛
永
期
以
前
で
、
寛
永
期
三
ヶ
寺
、
寛
文
期
二
ヶ
寺
、
延
宝
・
貞
享
期
が
一
九
ヶ

寺
と
、
近
世
そ
れ
も
一
七
世
紀
後
半
か
ら
本
末
関
係
が
段
階
的
に
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
全
国
的

動
向
で
も
あ
っ
た
点
を
明
ら
か
に
し
た（
2
）。
こ
う
し
て
、
一
七
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
、
阿

波
の
古
義
真
言
宗
寺
院
の
大
半
が
「
無
本
寺
」
で
あ
り
、
そ
の
後
、
中
央
寺
院
の
末
寺
化
す
る

寺
院
と
、そ
の
ま
ま
無
本
寺
で
あ
り
続
け
る
寺
院
と
が
併
存
し
て
い
っ
た
点
を
見
通
し
て
い
る
。

で
は
、「
無
本
寺
」
で
あ
る
寺
院
は
、
一
七
世
紀
に
地
域
に
お
け
る
本
末
関
係
（
以
下
〈
地

域
的
な
本
末
関
係
〉と
略
す
）を
ど
の
よ
う
に
形
成
し
、
そ
の
関
係
に
は
い
か
な
る
特
徴
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
阿
波
国
古
義
真
言
宗
で
最
大
の
末
寺
を
抱
え
た
無
本
寺
で
あ
る
、

や
た
け

む
じ
ん
ざ
ん
し
ょ
う
ご
ん
い
ん

板
野
郡
矢
武
村
（
現
徳
島
県
板
野
郡
板
野
町
羅
漢
）
の
無
尽
山
荘
厳
院
地
蔵
寺
（
四
国
八
十
八

ヶ
所
霊
場
五
番
札
所
）
を
事
例
に
、
こ
の
点
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い（
3
）。

と
こ
ろ
で
、
近
世
仏
教
教
団
の
構
造
を
再
検
討
を
進
め
て
い
る
朴
澤
直
秀
氏
は
、
近
世
の
仏

教
教
団
の
組
織
と
構
造
を
理
解
す
る
際
、
①
狭

義
の
寺
院
本
末
関
係
、
②
教
団
行
政
の
支
配
系

統
、
③
教
学
や
修
行
に
関
す
る
支
配
系
統
・
統

属
関
係
、
④
寺
格
や
僧
侶
の
格
に
関
す
る
支
配

系
統
と
い
っ
た
複
数
の
社
会
的
諸
関
係
を
総
体

と
し
て
捉
え
る
必
要
性
を
提
起
し
て
い

る（
4
）。
こ
の
指
摘
は
、
従
来
の
近
世
仏
教
史

の
よ
う
な
権
力
に
よ
る
把
握
に
留
ま
ら
ず
、
諸

宗
教
者
の
集
団
化
・
組
織
化
の
動
向
を
含
め
て

国
家
権
力
と
宗
教
と
の
関
係
を
考
察
し
た
高
埜

利
彦
氏
の
研
究（
5
）を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

朴
澤
氏
は
こ
の
視
点
を
敷
衍
し
、
①
〜
④
の
関

係
を
丁
寧
に
み
る
こ
と
で
、
幕
府
な
ど
に
よ
る

宗
教
統
制
に
よ
っ
て
、
寺
院
・
僧
侶
の
場
合
、

他
の
宗
教
組
織
よ
り
も
早
期
か
つ
強
固
に
編
成

さ
れ
た
と
い
う
歴
史
像
を
相
対
化
し
、
仏
教
教

団
の
動
態
的
な
変
化
や
類
型
を
含
め
た
構
造
的

把
握
を
目
指
し
て
い
る
。「
無
本
寺
」
に
お
け

る
〈
地
域
的
な
本
末
関
係
〉（
①
）
を
検
討
す

る
際
に
も
、
可
能
な
限
り
、
こ
う
し
た
諸
関
係

に
視
野
を
広
げ
る
必
要
が
あ
ろ
う（
6
）。
本
稿

近
世
前
期
阿
波
国
真
言
宗
寺
院
に
お
け
る
本
末
関
係
の
形
成

―
―
五
番
札
所
・
無
尽
山
荘
厳
院
地
蔵
寺
を
中
心
に
―
―

町

田

哲

（
キ
ー
ワ
ー
ド‥

近
世
、
本
末
関
係
、
真
言
宗
、
阿
波
国
、
法
流
）

合計（％）
266（60．2）
52（11．8）
110（24．9）
1（ 0．2）
1（ 0．2）
12（ 2．7）
442（100．0）

支配
3
－
－
－
－
－
3

門下
4
－
－
－
－
－
4

寺家
21＊

－
－
－
－
2
23

末寺
175＊

27
60
－
－
－
262

寺数
63
25
50
1
1
10
150

本末関係
無本寺
仁和寺末
大覚寺末
醍醐寺三宝院末
高野山末
讃岐丸亀領地蔵院末

合計

鳴門教育大学研究紀要
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表1 寛政3年（1791）段階の阿波国古義真言宗寺院

典拠：寛政3年（1791）11月「阿波国古義真言宗本末帳」（寺院本末帳研究
会編『江戸幕府寺院本末帳集成 上』雄山閣出版、1999年）

＊廃絶寺院・廃絶寺家を除く

―２６８―



で
は
そ
の
す
べ
て
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
狭
義
の
本
末
関
係
と
法
流
（
③
）
と
の

関
係
や
、
藩
権
力
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
考
察
を
深
め
た
い
。

地
蔵
寺
文
書
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が
一
部
の
古
文
書
調
査
を
実
施

し
た
が（
7
）、
そ
の
大
半
は
ほ
と
ん
ど
手
つ
か
ず
の
状
態
で
現
在
ま
で
遺
さ
れ
て
い
た
。
二
〇

〇
九
年
に
徳
島
県
教
育
委
員
会
と
鳴
門
教
育
大
学
日
本
史
研
究
室
が
合
同
で
調
査
を
開
始
し
、

二
〇
一
五
・
一
六
年
に
は
第
二
次
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
成
果
は
調
査
報
告
書（
8
）と
し
て

刊
行
さ
れ
て
い
る
（
全
二
七
八
五
点
）。
本
文
書
群
に
は
、
阿
波
国
で
は
稀
有
な
、
近
世
初
頭

の
新
出
史
料
が
多
数
含
ま
れ
て
お
り
、
近
世
初
頭
か
ら
前
期
に
か
け
て
無
本
寺
に
お
け
る
〈
地

域
的
な
本
末
関
係
〉
の
形
成
と
展
開
を
探
究
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る（
9
）。

一
、
地
蔵
寺
と
本
末
関
係

（
1
）
無
尽
山
荘
厳
院
地
蔵
寺

本
章
で
は
、
地
蔵
寺
の
概
要
と
そ
の
中
で
の
本
末
関
係
の
基
本
的
な
特
徴
を
確
認
し
た
い
。

中
世
の
地
蔵
寺
は
、
遅
く
と
も
一
五
世
紀
に
は
高
野
山
正
智
院
と
の
関
係
を
持
ち
な
が
ら
、

複
数
の
子
院
や
、学
問
所
で
あ
る
談
議
所
を
持
つ
、板
野
郡
に
お
け
る
有
力
寺
院
の
一
つ
で
あ
っ

た
（
10
）。
蜂
須
賀
家
の
阿
波
入
国
後
の
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
に
地
蔵
寺
の
あ
る
矢
武
村

で
は
検
地
が
実
施
さ
れ
、地
蔵
寺
が
名
負
人
と
な
っ
て
い
る
土
地
と
し
て
、田
畠
三
町
一
反
余
・

高
二
一
石
余
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
（
11
）。
一
七
世
紀
に
入
る
と
、
慶
長
一
五
年
（
一
六
一
〇
）

よ
し
し
げ

に
初
代
藩
主
蜂
須
賀
至
鎮
に
よ
っ
て
、
屋
敷
廻
六
石
が
地
蔵
寺
に
与
え
ら
れ
、
寺
内
下
人
に
つ

い
て
は
諸
役
免
除
が
認
可
さ
れ
て
い
る
（
12
）。
こ
の
高
六
石
の
寺
領
は
、
領
内
の
寺
院
の
中
で

必
ず
し
も
多
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
地
蔵
寺
が
近
世
初
頭
よ
り
徳
島
藩
の
庇
護
を
受
け
た
寺
院

の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ぜ
ん

一
七
世
紀
半
ば
に
四
国
八
十
八
ヶ
所
巡
礼
を
行
っ
た
智
積
院
の
学
僧
澄
禅
は
、
そ
の
「
四
国

辺
路
日
記
」（
一
六
五
三
年
）（
13
）
の
中
で
、
地
蔵
寺
に
つ
い
て
「
阿
州
半
国
ノ
法
燈
ナ
リ
、

昔
ハ
門
中
ニ
三
千
坊
在
リ
、
今
モ
七
十
余
ヶ
寺
在
ル
也
」
と
記
し
て
い
る
。
か
つ
て
門
中
と
し

て
三
〇
〇
〇
坊
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
誇
張
で
あ
ろ
う
が（
14
）、
末
寺
を
七
〇
ヶ
寺
程
抱
え
る
、

阿
波
北
部
で
は
随
一
の
寺
院
で
あ
り
、
阿
波
の
札
所
の
三
分
の
一
が
荒
廃
す
る
中
で
、「
寺
領

ハ
少
分
ナ
レ
ド
モ
天
性
ノ
福
力
ニ
テ
自
由
ノ
体
ナ
リ
」と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
貞
享
四
年（
一

六
八
七
）
に
大
坂
の
道
心
者
・
真
念
が
刊
行
し
た
『
四
国
辺
路
道
指
南
』
は
、
札
所
番
号
と
札

所
寺
院
と
の
関
係
が
確
認
で
き
る
も
っ
と
も
早
い
著
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で

地
蔵
寺
は
「
五
番
札
所
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
15
）。
な
お
、
地
蔵
寺
に
は
檀
家
は
存
在

し
な
か
っ
た
（
16
）。

（
2
）
一
八
世
紀
前
半
の
本
末
関
係

で
は
、
地
蔵
寺
は
ど
の
程
度
の
末
寺
を
抱
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
〈
地
域
的
な

本
末
関
係
〉
の
完
成
形
態
と
し
て
、
一
八
世
紀
前
半
の
実
態
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
寺
社
奉

行
か
ら
の
指
示
を
う
け
、
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
に
諸
宗
本
寺
か
ら
諸
寺
院
に
対
し
十
二
ヶ

条
か
ら
な
る
掟
書
が
出
さ
れ
た
際
、
高
野
山
も
真
言
各
寺
院
に
触
れ
て
い
る
（
17
）。
そ
の
内
容

は
、
①
古
来
寺
法
の
遵
守
、
②
国
法
の
遵
守
、
③
御
影
供
・
諸
法
会
の
勤
仕
、
④
法
縁
相
続
、

⑤
衣
鉢
の
分
限
遵
守
、
⑥
入
院
・
得
度
・
灌
頂
・
法
会
時
の
饗
応
節
倹
、
⑦
堂
舎
修
復
の
奨
励
、

⑧
不
行
跡
僧
の
住
職
就
任
禁
止
、
⑨
本
寺
・
末
寺
間
の
憐
愍
・
崇
敬
、
⑩
本
寺
の
許
可
な
き
他

山
移
住
・
兼
帯
の
禁
止
、
⑪
博
奕
禁
止
、
⑫
寺
内
へ
の
女
人
止
宿
等
禁
止
で
あ
っ
た
。
地
蔵
寺

は
、
こ
れ
を
「
従
諸
本
寺
、
御
末
寺
中
え
御
触
之
写
」
と
し
て
末
寺
四
五
ヶ
寺
に
廻
達
し
、
各

寺
院
に
連
印
・
連
署
を
さ
せ
た
上
で
地
蔵
寺
に
提
出
さ
せ
て
い
る
。

ま
た
、
表
2
は
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
一
一
月
の
「
古
義
真
言
宗
寺
院
本
末
帳
」
を
も
と

に
、
地
蔵
寺
の
末
寺
四
五
ヶ
寺
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
四
国
八
十
八
ヶ

所
霊
場
の
札
所
で
あ
る
一
番
札
所
霊
山
寺
・
二
番
極
楽
寺
・
三
番
金
泉
寺
・
瑞
運
寺
（
現
六
番

安
楽
寺
）・
八
番
熊
谷
寺
や
、
長
谷
寺
・
瑞
運
寺
と
い
っ
た
徳
島
藩
の
駅
路
寺
（
18
）
も
含
ま
れ

て
い
る
。
地
蔵
寺
は
、
こ
う
し
た
広
範
な
諸
寺
院
を
、
末
寺
と
し
て
従
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
分
布
を
示
し
た
の
が
図
1
で
あ
る
。
地
蔵
寺
の
末
寺
は
、
板
野
郡
全
域
に
広
が
り
、
一

部
は
名
東
郡
・
名
西
郡
・
阿
波
郡
に
も
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
と
は
対
蹠
的
に
、
東
林
院
（
無
本

寺
）
の
末
寺
や
、
瑞
川
院
（
大
覚
寺
末
）
の
末
寺
は
、
あ
る
程
度
地
域
的
な
ま
と
ま
り
を
も
っ

て
小
規
模
に
展
開
し
て
い
る
。
あ
た
か
も
東
林
院
末
・
瑞
川
院
末
を
除
く
板
野
郡
内
の
古
義
真

言
宗
寺
院
の
大
半
を
、地
蔵
寺
が
末
寺
と
し
て
抱
え
て
い
る
か
の
よ
う
な
様
相
を
帯
び
て
い
た
。

（
3
）
門
首
と
門
下

こ
う
し
た
本
寺
と
末
寺
と
の
関
係
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
年
未

詳
な
が
ら
一
七
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
の
も
の
推
定
さ
れ
る
「
覚
」
か
ら
探
っ
て
み
よ
う
。

【
史
料
1
】[E

25−67]

覚

一
、
門
首
・
門
下
之
為
法
例
事
、
門
下
之
弟
子
共
加
行
仕
節
ハ
、
其
門
首
え
断
申
、
依
之

法
流
令
伝
受
候
、
程
遠
御
座
候
へ
は
、
則
切
紙
相
添
、
其
所
ニ
て
成
就
仕
申
候
事

一
、
門
下
中
旦
那
死
去
仕
刻
、
門
首
参
候
ヘ
ハ
自
元
馬
幕
門
首
へ
上
ヶ
申
候
、
門
首
不
参

時
ハ
所
之
出
家
仕
、
其
後
旦
那
召
連
門
首
へ
馬
幕
致
持
参
、
礼
を
申
候
事

一
、
門
下
之
出
家
年
頭
之
義
、
日
限
定
、
門
首
へ
礼
申
候

一
、
門
下
之
住
持
替
候
節
ハ
、
門
首
�
申
付
候
、
旦
那
�
肝
煎
候
節
ハ
門
首
へ
断
申
、
其

町 田 哲
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表
2

寛
政
3
年
(1
79
1)
古
義
真
言
宗
寺
院
本
末
帳
に
み
る

地
蔵
寺
の
末
寺
一
覧

図
１

板
野
郡
に
お
け
る

古
義
真
言
宗
の
分
布（
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江
戸
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集
成
 上
』
雄
山
閣
出
版
、
19
99
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〇
番
号
は
、
元
和
9
年
(1
62
3)
の
衆
分
筆
頭
寺
院
［
K4
-6
-4
8-
11
］

凡
例

地
蔵
寺（
矢
武
村
・
無
本
寺
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末
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45
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寺

う
ち
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は
衆
分
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頭
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末
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上
ニ
而
住
持
を
居
置
申
候

一
、
社
頭
棟
之
札
、
小
宮
な
と
ニ
て
、
所
出
家
壱
人
罷
出
申
時
ハ
、
所
之
出
家
調
申
候
、

二
三
人
共
罷
出
候
節
ハ
門
首
調
申
候

一
、
諷
経
之
義
ハ
、
門
首
�
門
下
召
連
罷
出
候

史
料
1
か
ら
は
、
門
首
と
門
下
と
の
「
法
例
」
を
確
認
で
き
る
。
第
一
に
、
門
下
の
弟
子
が

加
行
す
る
際
に
は
、
門
首
の
許
可
が
必
要
で
あ
っ
た
。
門
下
（
末
寺
）
の
弟
子
僧
が
加
行
（
阿

闍
梨
と
な
る
伝
法
灌
頂
の
前
に
行
わ
れ
る
四
種
の
修
行
）
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、（
門
下
よ

り
）
門
首
に
報
告
し
た
上
で
、
法
流
を
伝
授
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
法
流
の
伝
授

が
、
門
首
と
門
下
の
関
係
に
お
い
て
最
も
基
幹
的
な
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

う
ま
ま
く

第
二
に
、
門
下
の
檀
家
の
葬
儀
に
際
し
て
は
、
門
下
が
門
首
に
馬
幕
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
馬
幕
と
は
、
葬
儀
を
し
た
際
に
導
師
に
供
す
る
礼
物
で
、
後
述
す
る
「
引
馬
」
や
「
幕
」、

あ
る
い
は
「
法
物
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
相
当
す
る
。
具
体
的
に
は
、
門
下
の
檀
家
が
死
去
し

た
際
、
門
首
が
そ
の
葬
儀
に
参
加
す
る
場
合
は
、
馬
幕
を
（
門
下
か
ら
）
門
首
に
提
出
す
る
こ

と
、
門
首
が
葬
儀
に
行
か
な
い
場
合
は
、
葬
儀
は
そ
の
地
の
出
家
（
門
下
）
が
行
い
、
後
で
旦

那
を
連
れ
て
門
首
に
馬
幕
を
持
参
し
て
礼
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
門
下

の
檀
家
か
ら
の
馬
幕
徴
収
権
と
で
も
呼
び
う
る
権
利
を
、
門
首
側
が
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
門
下
の
出
家
は
指
定
さ
れ
た
日
に
、
門
首
に
対
し
年
頭
礼
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た

こ
と
、
第
四
に
、
門
下
の
住
持
指
名
は
門
首
の
裁
量
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
門
下
の

住
持
が
交
替
す
る
際
は
、
門
首
が
指
名
す
る
。（
門
下
の
）
旦
那
よ
り
相
談
が
あ
っ
た
場
合
に

は
（
門
下
か
ら
）
門
首
に
報
告
し
、
必
ず
門
首
が
許
可
す
る
形
で
住
持
を
置
く
と
あ
る
。
檀
那

側
の
意
向
に
配
慮
し
つ
つ
も
、
門
首
が
末
寺
の
後
住
決
定
権
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
五

は
、
神
社
の
棟
札
に
つ
い
て
は
、
小
宮
で
地
元
の
出
家
が
導
師
と
な
る
場
合
に
は
そ
の
出
家
が

作
成
す
る
が
、
二
三
人
で
実
施
す
る
場
合
に
は
門
首
が
作
成
す
る
、
と
あ
る
。
複
数
の
寺
が
関

わ
る
規
模
の
大
き
な
遷
宮
の
導
師
に
は
、
門
首
が
中
心
と
な
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
六
条

ふ
ぎ
ん

目
に
は
、
徳
島
城
内
で
実
施
さ
れ
る
諷
経
に
お
い
て
は
、
門
首
が
門
下
を
召
し
連
れ
て
参
加
す

る
と
あ
る
。藩
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
も
門
首
の
優
位
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（
19
）。

以
上
か
ら
は
、
一
つ
に
は
、
法
流
伝
授
を
根
拠
と
し
な
が
ら
、
門
首
は
、
門
下
の
檀
家
か
ら

の
馬
幕
徴
収
権
や
、
末
寺
の
後
住
決
定
権
と
い
う
特
権
を
有
し
、
年
頭
礼
や
諷
経
に
お
い
て
門

首
―
門
下
と
い
う
上
下
関
係
を
明
確
化
さ
せ
な
が
ら
、
門
下
を
支
配
し
て
い
た
点
が
注
目
さ
れ

る
。
今
一
つ
は
、
こ
う
し
た
僧
侶
個
人
間
の
法
流
の
伝
授
を
基
礎
と
す
る
門
首
―
門
下
の
関
係

が
、
同
時
に
本
寺
―
末
寺
と
い
う
寺
院
間
組
織
の
関
係
と
一
体
的
で
あ
っ
た
点
が
特
筆
さ
れ
よ

う
。
地
蔵
寺
と
そ
の
末
寺
の
、〈
地
域
的
な
本
末
関
係
〉
に
は
、
門
首
―
門
下
関
係
が
即
自
的

に
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
、
一
七
世
紀
初
頭
の
門
首
―
門
下
争
論

で
は
、
こ
う
し
た
特
徴
を
持
つ
地
蔵
寺
と
そ
の
末
寺
と
の
本
末
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
確
立

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
元
和
・
慶
長
期
の
二
つ
の
争
論
を
も
と
に
考
察
し
た
い
。

な
お
、「
本
寺
」「
末
寺
」
と
い
う
用
語
は
、
当
該
期
か
ら
寛
文
期
に
か
け
て
は
、
一
切
登
場
し

な
い
。
一
方
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
相
当
す
る
慶
長
一
四
年
（
一
六
〇
九
）
八
月
に
出
さ
れ
た
「
関

東
真
言
宗
古
義
諸
法
度
」、
同
一
八
年
五
月「
関
東
新
義
真
言
宗
法
度
」、
お
よ
び
元
和
元
年（
一

六
一
五
）
七
月
「
真
言
宗
法
度
」
で
は
既
に
、「
本
寺
」「
末
寺
」
の
用
語
を
用
い
な
が
ら
、
末

寺
に
対
す
る
本
寺
の
優
越
権
を
示
す
条
目
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
地
蔵
寺
の
場

合
、
寛
文
期
ま
で
は
「
本
寺
」「
末
寺
」
と
い
っ
た
表
記
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
で
は
、
当

該
地
域
に
お
い
て
「
本
寺
」「
末
寺
」
の
用
語
定
着
以
前
の
い
わ
ば
〝
原
・
本
末
関
係
〞
と
は
、

ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
1
）
慶
長
一
八
―
一
九
年
（
一
六
一
三
―
一
四
）
大
聖
寺
と
の
争
論

だ
い
し
ょ
う

じ

ま
ず
は
地
蔵
寺
と
大
聖
寺
と
の
争
論
で
あ
る
。
大
聖
寺
が
存
在
し
た
名
西
郡
高
磯
村
（
現
板

野
郡
上
板
町
高
磯
）
は
、
地
蔵
寺
か
ら
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
南
に
位
置
す
る
吉
野
川
左
岸
の
村

で
あ
る
（
20
）。
高
磯
村
は
水
害
多
発
地
域
で
あ
り
、
大
聖
寺
も
寛
永
二
〇
年
（
一
六
四
三
）
に

は
北
隣
の
板
野
郡
西
分
村
に
移
転
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
次
に
掲
げ
る
史
料
3
は
、
前
欠

な
が
ら
、
慶
長
一
八
年
（
一
六
一
三
）
一
一
月
に
地
蔵
寺
が
大
聖
寺
の
非
法
を
藩
側
役
人
に
訴

ゆ
う
ぜ
ん

え
た
文
書
の
控
で
、
当
時
の
住
持
宥
全
の
書
判
が
確
認
で
き
る
。
史
料
2
は
逆
に
後
欠
で
後
年

の
写
と
考
え
ら
れ
る
が
、
四
・
五
条
目
が
史
料
3
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は

史
料
2
と
3
を
五
ヶ
条
か
ら
成
り
立
つ
一
連
の
文
書
と
し
て
理
解
し
て
お
き
た
い
。

【
史
料
2
】[K

4−21−17

⑪]

（[K
4−21−17

⑭]

の
案
文
カ
）

謹

言
上

（
大
）

高
礒
村
太
聖
寺
私
勤
仕

条
々

一
、
太
聖
寺
、
地
蔵
寺
之
数
代
之
門
中
、
別
而
弟
子
分
事

一
、
聖
家
々
法
度
、
初
心
行
体
之
事

一
、
四
度
と
申
者
ヲ
仕
付
而
、
院
家
え
以
前
ニ
案
内
申
、
伝
授
申
者
、
四
度
ニ
許
、
其
後

致
護
摩
ヲ
候
、
然
処
私
之
勤
行
仕
申
無
学
故
也
、
爰
以
余
宗
智
・
真
言
之
宗
法
度
、
血

脈
相
承
申
事
第
一
候
、
其
以
互
由
緒
相
定
事
、
加
様
之
次
第
不
被
存
は
仏
法
外
道
之
随

一
候

町 田 哲

―２７１―



一
、
佐
藤
須
賀
村
宝
福
寺
旦
那
分
死
去
仕
ヲ
、
太
聖
寺
取
置
仕
、
引
馬
其
外
施
物
致
中
盗

候
、
其
古
�
加
様
之
法
物
院
家
え
上
、
修
理
興
隆
之
致
助
成
候
、
其
道
理
を
も
不
弁
、

自
由
之
働
仕
事
、
出
家
僻
申
候
歟

一
、
す
な
木
村
ニ
て
も
加
様
之
義
仕
候
、
彼
太
聖
寺
自
分
之
（
以
下
欠
）

【
史
料
3
】[K

4−21−17

⑭]
（
前
欠
）

を
以
仏
法
外
道
之
随
一
候

一
、
佐
藤
須
賀
村
宝
福
寺
旦
那
分
死
去
仕
ヲ
、
大
聖
寺
取
置
仕
、
引
馬
其
外
施
物
致
中
盗

候
、
其
古
へ
よ
り
加
様
之
法
物
院
家
へ
上
、
修
理
興
隆
之
致
助
成
候
、
其
道
理
を
も
不

弁
自
由
之
働
仕
事
、
出
家
之
僻
事
候
歟

一
、
す
な
木
村
ニ
て
も
加
様
之
儀
仕
候
、
彼
大
聖
寺
自
分
之
旦
那
百
余
致
所
持
、
毎
日
請

施
財
、
送
数
日
、
剩
代
ニ
一
度
之
儀
を
も
致
恣
ニ
、
院
家
へ
不
相
届
儀
多
之
御
座
候
、

其
外
御
尋
候
は
可
申
上
候

慶
長
十
八
年
霜
月
六
日

板
西
地
蔵
寺

宥
全
（
花
押
）

市
原
左
近
右
衛
門
殿

一
条
目
で
は
大
聖
寺
が
数
代
に
わ
た
っ
て
地
蔵
寺
の
「
門
中
」（
門
下
）
で
か
つ
弟
子
で
あ

る
こ
と
を
述
べ
る
。
二
条
目
は
難
解
で
あ
る
が
、
一
条
目
と
の
関
わ
り
で
、
修
行
の
初
心
を
忘

れ
る
こ
と
が
無
い
よ
う
に
す
べ
き
と
の
主
張
で
あ
ろ
う
か
。
三
条
目
以
下
の
箇
条
が
、
大
聖
寺

に
よ
る
「
私
勤
仕
」
の
具
体
的
内
容
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
が
地
蔵
寺
（「
院
家
」）
に
断
り
な
く
四
度
加
行
を
行
っ
た
点
で
あ
る
。
三
条
目
に

よ
れ
ば
、（
門
下
が
そ
の
）
弟
子
に
四
度
加
行
を
行
う
場
合
に
は
、
事
前
に
地
蔵
寺
に
報
告
し

た
上
で
伝
授
し
、
そ
の
後
に
護
摩
を
焚
く
こ
と
が
通
例
で
あ
る
が
、
今
回
大
聖
寺
は
報
告
を
怠

り
勝
手
に
行
っ
た
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
本
来
、
真
言
以
外
の
智
と
、
真
言
宗
の
法
度

の
両
方
が
、「
血
脈
相
承
」
の
上
で
最
も
重
要
で
あ
る
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
聖
寺
が
そ

れ
を
理
解
せ
ず
に
勝
手
な
振
る
舞
い
を
行
っ
た
こ
と
は
、「
無
学
」
故
の
「
私
之
勤
行
」
で
あ

り
、
か
つ
「
仏
法
外
道
」
の
振
る
舞
い
で
あ
る
と
厳
し
く
糾
弾
す
る
の
で
あ
る
。
四
度
加
行
に

よ
る
血
脈
相
承
の
た
め
に
は
、
他
宗
の
智
と
真
言
宗
法
度
の
両
方
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま

り
法
流
の
伝
授
が
「
門
中
」
寺
院
に
対
す
る
地
蔵
寺
の
優
位
性
の
源
泉
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
よ
う
。

今
一
つ
は
、
檀
家
が
死
去
し
た
際
の
「
引
馬
」
等
の
施
物
を
、
大
聖
寺
が
地
蔵
寺
に
提
出
す

る
こ
と
な
く
横
領
し
た
点
で
あ
る
。
大
聖
寺
は
、
高
磯
村
か
ら
一
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
東
に
あ

る
佐
藤
須
賀
村
の
宝
福
寺
（
21
）
檀
家
が
死
去
し
た
際
、
独
自
に
葬
儀
を
行
い
、
地
蔵
寺
に
上

納
す
べ
き
引
馬
や
そ
の
他
の
施
物
を
提
出
せ
ず
に
横
領
し
（
四
条
目
）、
砂
木
村
で
も
同
様
の

所
業
を
な
し
た
と
い
う
（
五
条
目
）。
あ
わ
せ
て
大
聖
寺
は
自
身
で
檀
家
を
一
〇
〇
軒
余
も
有

し
て
日
常
的
に
施
財
を
う
け
暮
ら
し
て
い
る
の
に
、一
生
に
一
度
の
葬
儀
で
の
引
馬
を
横
領
し
、

地
蔵
寺
に
上
納
し
て
こ
な
い
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
（
五
条
目
）。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
「
引
馬
」
で
あ
る
。
日
葡
辞
書
に
よ
れ
ば
、
引
馬
と
は
、
葬
式
の

際
に
坊
主
に
提
供
す
る
た
め
に
引
い
て
行
く
馬
を
指
す
が
（
22
）、
こ
こ
で
は
転
じ
て
、
葬
儀
時

に
導
師
の
僧
侶
に
檀
家
が
納
め
る
施
物
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
地
蔵
寺
の
主
張
に
よ
れ

ば
、
引
馬
等
の
法
物
と
は
、
以
前
か
ら
「
院
家
」
に
上
納
さ
れ
、
地
蔵
寺
の
修
理
・
興
隆
の
助

成
と
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
（
四
条
目
）。
末
寺
の
檀
家
が
死
去
し
た
場
合
に
、
そ
の

引
馬
は
（
末
寺
の
も
の
で
は
な
く
）
本
寺
の
も
の
、
と
い
う
慣
例
が
存
在
し
て
い
た
点
が
注
目

さ
れ
よ
う
。
そ
の
上
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
一
件
で
大
聖
寺
が
自
ら
の
檀
家
分
の
み
な
ら

ず
、
周
辺
寺
院
の
檀
家
引
馬
分
を
も
取
り
込
ん
で
い
た
点
で
あ
る
。
大
聖
寺
は
周
辺
寺
院
を
あ

た
か
も
自
ら
の
末
寺
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
、
そ
こ
か
ら
引
馬
を
徴
収
し
よ
う
と
し
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
、
か
か
る
大
聖
寺
の
振
る
舞
い
は
、
大
聖
寺
も
宝
福
寺
を
直
接
の
末

寺
と
し
て
捉
え
る
地
蔵
寺
に
と
っ
て
は
、
道
理
を
わ
き
ま
え
な
い「
私
勤
仕
」の
一
つ
と
な
る
。

こ
う
し
た
本
末
関
係
を
め
ぐ
る
認
識
の
相
違
が
、
引
馬
の
扱
い
を
契
機
に
、
両
者
の
対
立
を
生

み
出
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
地
蔵
寺
・
大
聖
寺
の
一
件
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
中
、
地
蔵
寺
の
先
代
住
職
宥
信
は
、
同

年
一
一
月
に
次
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。

ゆ
う
し
ん

ゆ
う
ぎ

【
史
料
4
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⑫]

（
宥
信
は
宥
義
〈
慶
長
三
年
没
〉
の
後
住
、
宥
全
の
前
代
）

我
等
大
方
覚
事

（
大
聖
寺
）

院
家
先
師
宥
恵
法
印
今
迄
五
代
、
我
等
存
候
大
正
寺
、
荘
厳
院
弟
子
分
、
別
而
門
中
相
替

年
頭
も
元
日
致
出
仕
、
自
余
相
紛
事
候
へ
ハ
、
法
度
を
も
申
仁
候
、
結
句
自
分
不
相
届
義

（
授
）

候
、
今
度
新
発
意
護
摩
伝
受
、
院
家
え
侘
言
申
可
然
と
情
々
肝
煎
候
へ
共
、
同
心
不
申
、

私
仕
候
旦
那
分
之
義
も
我
等
糺
存
候
、
我
等
罷
出
申
度
候
へ
共
、
老
足
義
ニ
候
間
、
如
件

霜
月
廿
一
日

法
印

宥
信
（
花
押
）

地
蔵
寺
先
師
宥
恵
法
印
（
23
）
か
ら
五
代
に
わ
た
り
大
聖
寺
が
荘
厳
院
の
弟
子
で
あ
っ
た
こ

と
、
と
く
に
地
蔵
寺
の
門
中
は
、
毎
年
地
蔵
寺
に
出
仕
し
て
年
頭
礼
を
し
て
き
た
こ
と
、
門
中

に
問
題
が
発
生
す
れ
ば
地
蔵
寺
が
門
中
に
法
度
を
下
す
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、

今
回
は
大
聖
寺
に
不
行
届
が
あ
り
、（
大
聖
寺
に
よ
る
）
新
発
意
（
出
家
）
へ
の
勝
手
な
護
摩

伝
授
に
つ
い
て
は
、
地
蔵
寺
に
詫
び
る
べ
き
旨
を
大
聖
寺
側
に
諭
し
た
が
、
聞
き
入
れ
な
か
っ

た
と
し
て
い
る
。

地
蔵
寺
か
ら
藩
側
に
訴
え
た
こ
の
一
件
は
、
そ
の
後
、
藩
命
に
よ
り
、
徳
島
城
下
・
寺
町
の

近世前期阿波国真言宗寺院における本末関係の形成 ――五番札所・無尽山荘厳院地蔵寺を中心に――
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じ
み
ょ
う
い
ん

持
明
院
が
仲
裁
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
二
月
に
は
、
持
明
院
か
ら
次
の
よ
う
な
判
断
が
示
さ

れ
、
藩
側
に
上
申
さ
れ
た
。

【
史
料
5
】[E
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大
方
﹇
承
候
﹈
事

一
、
大
聖
寺
新
発
意
行
法
之
事
、
従
先
規
相
﹇

﹈、
然
処
ニ
大
聖
寺
、
法
度
を
被
背

候
間
、
新
発
意
伝
受
と
申
も
の
を
地
蔵
寺
へ
受
さ
せ
可
申
と
存
候
、
是
は
仕
付
ま
て
ニ

候
、
国
中
ニ
も
此
例
多
御
座
候

一
、
檀
那
分
引
馬
等
之
事
は
、
地
蔵
寺
へ
被
引
候
て
尤
ニ
候
、
是
ハ
吾
々
才
覚
仕
候
、
色

ま
て
ニ
候

一
、
地
蔵
寺
は
、
大
聖
寺
衆
又
旦
那
を
可
預
由
被
申
候
へ
と
も
、
五
日
十
日
斗
被
致
仕
付

候
而
可
然
と
存
候
、
何
も
両
寺
之
存
分
有
増
承
候
侭
、
如
此
候

（
一
六
一
三
）

慶
長
十
八

極
月
十
日

持
明
院

良
（
花
押
）

市
原

左
近
衛
門
殿

村
田

勝
左
衛
門
殿

一
条
目
は
、
大
聖
寺
が
お
こ
な
っ
た
新
発
意
へ
の
行
法
伝
授
に
つ
い
て
で
あ
る
。
以
前
よ
り

末
寺
独
自
の
新
発
意
へ
の
行
法
伝
授
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
、
大
聖
寺

が
法
度
に
背
い
た
と
い
う
判
断
を
示
す
。
そ
の
上
で
、
新
発
意
伝
授
の
希
望
者
は
、
地
蔵
寺
で

受
け
さ
せ
る
べ
き
こ
と
、
そ
れ
が
従
来
か
ら
の
習
わ
し
（「
仕
付
」）
で
あ
り
、
国
内
に
こ
う
し

た
例
は
多
々
あ
る
と
し
て
い
る
。
一
方
、
二
条
目
で
は
、
檀
那
分
の
引
馬
は
、
地
蔵
寺
の
も
の

と
す
る
の
が
道
理
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
地
蔵
寺
側
の
温
情
（「
色
」）
を
も
と
に
し
た
、
持
明
院

の
判
断
（「
才
覚
」）
で
あ
る
と
す
る
。
三
条
目
で
は
、
大
聖
寺
の
僧
や
檀
那
を
地
蔵
寺
が
預
か

る
べ
き
だ
が
、
五
〜
一
〇
日
ほ
ど
の
「
仕
付
」
で
よ
い
、
と
述
べ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
新
発
意
行
法
を
大
聖
寺
が
す
る
こ
と
は
、「
法
度
」
に
背
く
行
為
と
認
定
さ

れ
、
弟
子
や
檀
家
は
地
蔵
寺
預
り
、
そ
し
て
檀
那
葬
儀
の
引
馬
は
地
蔵
寺
分
と
し
て
決
着
し
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
寺
院
間
争
論
に
つ
い
て
仲
裁
を
行
う
の
が
、

持
明
院
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
持
明
院
は
、
か
つ
て
戦
国
期
に
三
好
氏
が
隆
盛
の
頃
に
は
勝
瑞

に
あ
っ
て
、
蜂
須
賀
氏
入
国
後
は
徳
島
城
下
の
寺
町
に
移
転
し
、
の
ち
に
真
言
宗
の
国
触
頭
に

位
置
付
く
よ
う
に
な
る
寺
院
で
あ
る
（
24
）。
寺
領
は
高
一
〇
〇
石
一
升
九
合
で
、
遅
く
と
も
寛

永
期
ま
で
に
は
大
覚
寺
末
と
な
っ
て
い
る
。『
阿
波
志
』
は
薬
師
像
を
勝
瑞
と
名
西
郡
建
治
寺

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
体
ず
つ
移
し
た
と
伝
え
て
い
る
が
、そ
の
末
寺
も
こ
れ
を
反
映
す
る
よ
う
に
、

旧
在
所
の
勝
瑞
周
辺
に
位
置
す
る
板
野
郡
西
貞
方
村
成
興
寺
・
徳
命
村
千
光
寺
・
名
東
郡
東
貞

方
村
弥
勒
寺
と
、
建
治
寺
周
辺
の
名
東
郡
入
田
村
観
照
寺
・
西
福
寺
・
一
宮
村
大
日
寺
（
一
三

番
札
所
）・
国
中
寺
の
七
ヶ
寺
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）

に
は
、
駅
路
寺
制
定
に
先
ん
じ
て
、
藩
命
に
よ
り「
行
人
」を
宿
す
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
ほ
か
、

「
四
国
辺
路
日
記
」
を
記
し
た
智
積
院
の
僧
澄
禅
が
阿
波
か
ら
遍
路
を
始
め
よ
う
と
し
た
際
、

持
明
院
に
行
き
「
廻
り
手
形
」
と
称
す
る
通
行
手
形
の
発
行
を
う
け
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
、
実
際
、
持
明
院
発
行
の
廻
り
手
形
が
近
年
発
見
さ
れ
注
目
さ
れ
て
い
る
（
25
）。
史
料
5
に

戻
り
、
こ
こ
で
は
藩
か
ら
の
指
示
の
も
と
、
そ
の
持
明
院
が
、
近
世
初
頭
の
こ
の
段
階
か
ら
真

言
宗
寺
院
を
代
表
す
る
立
場
と
し
て
、
寺
院
間
裁
定
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

翌
二
月
に
は
、
大
聖
寺
の
宥
勢
か
ら
持
明
院
に
対
し
、
二
通
の
詫
状
が
提
出
さ
れ
た
。
一
通

に
は
、
自
ら
の
不
調
法
を
詫
び
、
持
明
院
が
直
々
に
来
寺
し
て
仲
裁
し
て
く
れ
た
こ
と
へ
の
感

謝
を
述
べ
、
以
後
、
地
蔵
寺
に
対
し
て
無
作
法
を
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
て
い
る[E

25−123−
27]

。
藩
側
か
ら
裁
定
が
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
持
明
院
が
寺
院
勢
力
内
の
仲
裁
を

す
る
形
で
、
こ
の
一
件
が
解
決
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

以
上
、
地
蔵
寺
と
大
聖
寺
と
の
一
件
か
ら
、
当
該
期
の
門
首
―
門
下
の
関
係
は
、
次
の
よ
う

に
理
解
で
き
る
。
①
当
該
地
域
に
お
い
て
、
地
蔵
寺
と
そ
の
門
中
の
寺
院
に
よ
り
構
成
さ
れ
る

関
係
が
慣
習
的
に
存
在
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
「
本
寺
」「
末
寺
」
と
い
う
表
現
は
ま
っ
た
く

見
ら
れ
ず
、
あ
く
ま
で
「
院
主
」
と
そ
の
弟
子
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
「
門
中
」
と
い
う
関
係
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
特
徴
は
寛
文
期
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。
②
「
門
中
」
寺
院
の
住
持
は
基

本
的
に
地
蔵
寺
の
弟
子
が
担
い
、
ⅰ
正
月
に
は
年
頭
礼
の
た
め
地
蔵
寺
に
出
仕
し
、
ⅱ
門
中
寺

院
が
新
発
意
へ
の
行
法
や
四
度
加
行
す
る
際
に
は
地
蔵
寺
へ
の
了
解
が
必
要
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
、
ⅲ
檀
家
の
葬
儀
時
に
は
「
引
馬
」
を
地
蔵
寺
に
上
納
す
る
義
務
を
有
し
て
い
た
。
逆
に
い

え
ば
、
地
蔵
寺
側
は
、
法
流
伝
授
を
基
礎
と
し
て
、
檀
那
引
馬
の
徴
収
権
を
有
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
③
し
か
し
今
回
、
大
聖
寺
が
独
自
に
四
度
加
行
を
実
施
し
、
か
つ
宝
福
寺
の
檀
家
引
馬

を
徴
収
し
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
、
地
蔵
寺
と
大
聖
寺
と
の
間
で
争
論
に
至
っ
た
。
大
聖
寺
が

こ
う
し
た
行
動
を
取
っ
た
背
景
に
は
、
自
ら
を
地
蔵
寺
か
ら
自
立
し
た
寺
院
と
し
て
捉
え
、
か

つ
周
辺
の
宝
福
寺
等
を
自
ら
の
末
寺
と
捉
え
た
点
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
④
こ
の
寺

院
間
争
論
に
対
し
、
藩
は
深
く
介
入
す
る
こ
と
な
く
、
仲
裁
を
寺
町
の
持
明
院
に
委
ね
た
。
持

明
院
は
、
と
く
に
争
点
と
な
っ
た
②
ⅱ
と
ⅲ
を
重
視
し
て
仲
裁
し
、
全
面
的
に
地
蔵
寺
の
主
張

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
て
、
大
聖
寺
か
ら
持
明
院
へ
の
も
う
一
通
の
詫
状
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
史
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今
度
吾
等
無
調
法
仕
、
背
御
機
嫌
候
処
ニ
、
御
詫
言
被
成
相
済
、
忝
奉
存
候
、
向
後
は
如

先
規
仏
法
之
筋
目
又
は
檀
那
分
之
事
は
、
今
度
弥
陀
寺
之
手
前
ニ
而
、
此
な
ミ
御
座
候
間
、

此
度
は
弥
陀
寺
之
こ
と
く
相
背
申
間
敷
候
、
於
後
々
ニ
も
如
在
有
間
敷
候
間
、
右
之
通
御

心
得
被
成
候
て
可
被
下
候
、
為
後
日
如
件

町 田 哲

―２７３―



（
一
六
一
四
）

慶
長
十
九

大
聖
寺

宥
勢
（
花
押
）

二
月
朔
日

持
明
院

参

持
明
院
に
よ
る
仲
裁
へ
の
礼
を
述
べ
、
以
後
の
「
仏
法
之
筋
目
」
や
「
檀
那
分
」
の
扱
い
に

つ
い
て
、
弥
陀
寺
の
よ
う
に
（
地
蔵
寺
に
対
し
て
）
背
く
よ
う
な
行
為
は
し
な
い
こ
と
を
誓
約

し
て
い
る
。
地
蔵
寺
は
同
じ
頃
、
大
聖
寺
の
あ
る
高
磯
村
か
ら
約
一
キ
ロ
・
メ
ー
ト
ル
西
の
名

西
郡
井
内
村
（
現
板
野
郡
上
板
町
瀬
部
）
弥
陀
寺
と
の
間
で
も
、
争
論
を
起
こ
し
て
い
た
。

（
2
）
慶
長
末
〜
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
弥
陀
寺
と
の
争
論

ア．

争
論
の
経
過

地
蔵
寺
と
弥
陀
寺
と
の
一
件
は
、
慶
長
末
年
か
ら
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
の
長
期
か
つ
断

続
的
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
、
檀
家
の
引
馬
徴
収
を
め
ぐ
る
争
論
で
あ
る
。
た
だ
し
、
残
念
な
が

ら
大
聖
寺
一
件
と
同
じ
頃
の
一
件
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
（
第
一
期
）。
明
確
に
そ
の
内
容
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
の
過
程
を
整
理

す
る
と
、
次
の
三
期
に
区
分
で
き
る
。

第
二
期

元
和
五
年
か
ら
同
六
年
二
月
に
か
け
て
、
地
蔵
寺
と
弥
陀
寺
が
関
係
す
る
近
隣
寺

院
に
よ
る
調
停
期
間
で
あ
る
。
井
内
村
の
大
蔵
が
死
去
し
た
際
、
弥
陀
寺
が
地
蔵
寺
に
報
告
す

る
こ
と
な
く
独
自
に「
取
置
」、
つ
ま
り
葬
儀
を
行
い
引
馬
を
自
ら
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
た[K

4−21−17

⑱]

。
こ
れ
に
対
し
、
地
蔵
寺
が
反
発
。
弥
陀
寺
の
あ
る
井
内
村
の
知
行
主
が
徳
島

藩
家
臣
森
左
太
右
衛
門
で
あ
る
た
め
、
地
蔵
寺
は
、
里
村
権
左
衛
門
・
村
田
勝
左
衛
門
を
介
し

て
、
森
に
訴
願
し
た[E

25−123−14]

。
そ
こ
で
森
は
、
元
和
六
年
二
月
、
弥
陀
寺
近
く
の
姥

御
前
村
・
久
国
寺
（
26
）
に
仲
介
を
指
示
。
こ
れ
を
う
け
久
国
寺
は
、
近
く
の
宝
蔵
寺
・
金
光

寺
に
地
蔵
寺
へ
の
仲
介
を
依
頼
。
久
国
寺
は
、
弥
陀
寺
の
意
向
を
文
書
に
す
る
の
で
、
そ
れ
に

異
議
が
あ
れ
ば
説
明
す
る
こ
と
を
提
案
し
た[K

4−21−17

⑯]

。
し
か
し
弥
陀
寺
が
作
成
し
た

文
書
に
問
題
が
あ
り
、
地
蔵
寺
が
文
書
作
成
を
企
図
す
る
も
、「
出
家
中
之
公
事
」
で
あ
る
た

め
差
し
控
え
、
久
国
寺
・
金
光
寺
の
仲
裁
で
い
っ
た
ん
は
解
決
し
た[E

25−43−18]

。
な
お
、

こ
れ
に
前
後
し
て
、
森
助
兵
衛
と
桜
木
伝
右
衛
門
（
27
）
か
ら
地
蔵
寺
に
詫
言
が
あ
り
、
こ
れ

に
免
じ
て
地
蔵
寺
側
は
矛
を
収
め
た
と
い
う[E

25−123−14]

。
具
体
的
に
は
、
地
蔵
寺
は
、

弥
陀
寺
に
対
し
て
引
馬
上
納
を
求
め
た
が
、
森
・
桜
木
か
ら
の
仲
裁
案
は
、
今
回
の
引
馬
は
弥

陀
寺
の
も
の
と
し
、
以
後
は
（
地
蔵
寺
の
）「
御
意
次
第
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

地
蔵
寺
は
、
森
・
桜
木
の
案
に
従
い
内
済
を
了
承
し
た[K

4−21−17

⑱]

（
28
）。

第
三
期

元
和
七
年
二
月
か
ら
再
燃
し
た
争
論
の
う
ち
、「
寺
町
中
」
に
よ
る
内
済
期
間
で

あ
る
。
第
二
期
の
内
済
後
も
、
弥
陀
寺
は
檀
家
が
死
去
し
た
際
に
再
び
「
取
置
」
し
た
。
そ
の

た
め
、
地
蔵
寺
側
は
元
和
七
年
（
一
六
二
二
）
二
月
に
弥
陀
寺
を
藩
に
訴
え
た[K

4−21−17

⑱]

。
こ
の
時
は
、
加
島
勘
右
衛
門
丞
と
太
田
彦
兵
衛
（
蓬
庵
付
家
臣
カ
（
29
））
の
も
と
で
、

（
源
）

徳
島
城
下
寺
町
の
持
明
院
・
春
日
寺
・
願
成
寺
・
賢
久
寺
が
仲
裁
し
、
同
年
五
月
に
は
い
っ

た
ん
「
弥
陀
寺
非
分
」
と
の
「
寺
町
中
」
の
判
断
が
示
さ
れ
た[K

4−21−17

⑱][E
25−73]

。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
弥
陀
寺
が
承
服
し
な
か
っ
た
。

第
四
期

そ
こ
で
地
蔵
寺
は
、
元
和
八
年
九
月
に
「
宿
老
中
」（
家
老
）
へ
と
さ
ら
に
訴
願

し
た[E

25−151−38]

。
家
老
山
田
織
部
・
稲
田
修
理
・
賀
島
主
水
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
、

寺
町
の
持
明
院
・
春
日
寺
・
願
成
寺
は
、
一
一
月
四
日
に
、「
国
中
真
言
一
宗
之
法
度
」（
慣
例
）

を
も
と
に
、
地
蔵
寺
へ
の
引
馬
上
納
を
提
言
し
た[E

25−109−5]

。
そ
し
て
、「
寺
町
中
」
も

同
席
し
た
上
で
行
わ
れ
た
家
老
中
に
よ
る
裁
定
で
も
、「
弥
陀
寺
非
分
」
と
な
っ
た
も
の
の
、

そ
れ
で
も
弥
陀
寺
は
納
得
し
な
か
っ
た
と
い
う[E

25−151−38]

。

そ
の
後
、
こ
の
一
件
は
藩
主
後
見
で
あ
る
蓬
庵
（
家
政
）
の
裁
定
に
持
ち
込
ま
れ
た
。
翌
元

和
九
年
一
一
月
一
六
日
、
福
田
四
郎
兵
衛
か
ら
の
問
合
せ
に
対
し
、
地
蔵
寺
が
こ
れ
ま
で
の
経

緯
を
返
答
し
て
い
る[E

25−151−38

、K
4−21−15]

。
そ
し
て
、
同
年
一
二
月
二
日
に
蓬
庵
よ

り
「
定
」
が
出
さ
れ
落
着
し
た[K

4−5−9−1]

。
弥
陀
寺
は
本
来
な
ら
ば
国
払
と
な
る
と
こ
ろ

を
、
赦
免
さ
れ
、「
代
々
無
相
違
馬
幕
は
地
蔵
寺
」に
上
納
す
る
こ
と
を
誓
約
し
て
い
る[E

25−
109−8]

。

イ．

「
寺
町
中
」

さ
て
、
以
上
の
経
緯
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第
二
期
で
は
地
蔵
寺
・
弥
陀
寺
の
そ
れ
ぞ
れ

関
係
す
る
近
隣
寺
院
に
よ
る
調
停
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
第
三
期
で
は
徳
島
城
下
・
寺
町
の
寺

院
に
よ
る
調
停
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
こ
の
間
の
手
続
き
を
説
明
す
る
地
蔵
寺
の
言

上
書
に
は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

【
史
料
7
】[K

4−21−17

⑦]

謹

言
上

ａ
井
内
村
弥
陀
寺
、
数
年
不
相
届
ニ
付
而
、
存
分
申
処
ニ
、
森
助
兵
衛
殿
・
桜
木
伝
右
衛

門
殿
御
気
遣
故
、
対
両
人
免
申
処
ニ
、
ｂ
又
か
様
之
働
仕
ニ
付
而
、
弥
陀
寺
森
左
太
右
衛

門
尉
領
知
之
寺
に
て
候
ヘ
ハ
、
元
和
五
年
ニ
里
村
権
左
衛
門
尉
殿
・
村
田
勝
左
衛
門
尉
殿

御
両
人
へ
御
理
申
被
仰
付
候
様
ニ
申
処
ニ
、
今
以
不
相
済
、
ｃ
為

御
意
、
出
家
中
之
出

入
、
於
寺
町
可
致
沙
汰
と
被
仰
出
付
而
、
則
寺
町
中
又
太
田
彦
兵
衛
下
代
半
左
衛
門
尉
弥

陀
寺
召
連
、
沙
汰
仕
処
ニ
、
弥
陀
寺
申
分
不
相
聞
候
間
、
御
申
付
可
有
と
相
定
申
候
、
其

上
彼
衆
分
か
様
之
出
入
候
処
ニ
、
持
明
院
御
気
遣
ニ
て
相
済
、
二
通
之
書
物
御
座
候

（
一
六
二
二
）

元
和
八
年
二
月
廿
三
日

板
西
地
蔵
寺
（
花
押
）

加
嶋
勘
右
衛
門
尉
殿

近世前期阿波国真言宗寺院における本末関係の形成 ――五番札所・無尽山荘厳院地蔵寺を中心に――
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ａ
が
第
二
期
の
争
論
過
程
、
そ
し
て
ｂ
ｃ
が
第
三
期
で
の
動
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目

さ
れ
る
第
一
は
、「
出
家
中
之
出
入
、
於
寺
町
可
致
沙
汰
」
つ
ま
り
寺
院
間
争
論
は
寺
町
中
が

裁
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
藩
側
の
判
断
で
あ
る
。
こ
う
し
た
藩
の
ス
タ
ン
ス
は
大
聖
寺
一
件

に
対
す
る
そ
れ
と
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
特
筆
さ
れ
る
の
が
「
寺
町
中
」
と
い
う
存
在
で

あ
る
。「
寺
町
中
」と
は
、
固
定
的
な
実
態
を
持
つ
組
織
で
は
な
い
が
、
具
体
的
に
は
持
明
院
・

春
日
寺
・
願
成
寺
・
賢
久
寺
（
源
久
寺
）
を
さ
す
（
30
）。

【
史
料
8
】[E

25−73]

以
上

今
度
貴
寺
と
弥
陀
寺
出
入
之
儀
ニ
付
、
双
方
共
御
存
分
聞
届
申
候
処
、
弥
陀
寺
非
分
之
儀

被
申
候
間
、
諸
法
物
引
馬

幕
等
之
儀
、
急
度
御
取
可
被
成
候
、
若
御
奉
行
中
へ
上
り
申

候
共
、
従
往
古
有
来
次
第
ニ
候
間
、
御
別
儀
御
座
有
間
敷
﹇
候
﹈、
恐
々
謹
言

（
一
六
二
一
）

元
和
七

五
月
朔
日

持
明
院
（
花
押
）

春
日
寺
（
花
押
）

願
成
寺
（
花
押
）

荘
厳
院御

同
宿
中

こ
の
史
料
は
、
第
三
期
に
仲
裁
に
入
っ
た
寺
町
の
（
持
明
院
を
筆
頭
と
す
る
）
三
寺
院
が
地

蔵
寺
に
発
給
し
た
文
書
で
あ
る
。
今
回
の
地
蔵
寺
と
弥
陀
寺
と
の
出
入
に
つ
い
て
、
三
ヶ
寺
が

双
方
の
言
い
分
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
弥
陀
寺
が
理
屈
に
合
わ
な
い
主
張
を
し
た
た
め
、
以
後
、

法
物
・
引
馬
・
幕
に
つ
い
て
は
荘
厳
院
が
徴
収
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
も
し

弥
陀
寺
が
奉
行
中
に
上
申
し
た
と
し
て
も
、
以
上
の
決
定
は
以
前
か
ら
の
秩
序
で
あ
る
た
め
、

支
障
を
き
た
す
よ
う
な
こ
と
は
な
い
、
と
保
証
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
寺
町
中
」
の
裁
定
に

よ
り
、
地
蔵
寺
の
勝
訴
が
確
定
さ
れ
、
弥
陀
寺
は
地
蔵
寺
の
末
寺
で
あ
り
、
弥
陀
寺
檀
家
の
法

物
・
引
馬
・
幕
は
荘
厳
院
の
も
の
と
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
寺
町
中
」
の

裁
定
は
、
真
言
宗
の
寺
院
集
団
内
に
お
け
る
決
定
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て

い
た
（
31
）。

に
も
か
か
わ
ら
ず
弥
陀
寺
が
承
諾
し
な
か
っ
た
た
め
、
争
論
は
藩
の
裁
定
へ
と
移
行
し
て

い
っ
た
が
（
第
四
段
階
）、
そ
こ
で
も
、
寺
町
中
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

【
史
料
9
】[E
25−109−5]

覚
（
宗
）

一
、
国
中
真
言
一
家
之
法
度
、
引
馬
幕
等
門
中
よ
り
門
主
へ
上
り
申
、
其
力
を
以
建
立

之
助
成
ニ
仕
候
事

（
聖
）

一
、
地
蔵
寺
と
弥
陀
寺
出
入
之
事
、
先
年
大
正
寺
と
地
蔵
寺
公
事
御
座
候
て
、
持
明
院

隠
居
被
相
済
、
引
馬
等
地
蔵
寺
へ
上
り
申
法
度
に
て
候
、
此
度
噯
被
申
、
則
主
之
馬
を

（
聖
）

地
蔵
寺
へ
被
引
、
彼
出
入
之
馬
ハ
大
正
寺
へ
被
遣
申
、
後
々
之
儀
ハ
馬
幕
等
地
蔵
寺

へ
上
り
申
筋
目
ニ
相
定
候
、
然
上
は
弥
陀
寺
・
大
正
寺
牛
角
之
寺
ニ
而
御
座
候
由
、
門

中
よ
り
申
来
候
間
、
其
通
ニ
被
仰
付
御
尤
ニ
候
、
仍
為
後
日
如
件

（
一
六
二
二
）

元
和
八
霜
月
四
日

持
明
院

春
日
寺

願
成
寺

山
田
織
部
様

稲
田
修
理
様

賀
嶋
主
水
様

家
老
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
、「
寺
町
中
」
の
三
寺
院
は
次
の
点
を
意
見
し
て
い
る
。
①
阿

波
国
の
真
言
一
宗
の
法
度
で
は
、
引
馬
・
幕
は
門
中
か
ら
門
主
へ
提
出
し
、
そ
れ
を
門
首
寺
院

の
建
立
助
成
と
し
て
い
る
こ
と
、
②
地
蔵
寺
と
弥
陀
寺
と
の
争
論
に
つ
い
て
は
、
先
年
大
聖
寺

と
地
蔵
寺
と
の
争
論
の
際
、
持
明
院
隠
居
が
仲
裁
し
、
引
馬
等
は
地
蔵
寺
に
供
出
す
る
と
の
決

定
が
あ
り
、
旦
那
の
馬
は
地
蔵
寺
か
ら
引
き
、
問
題
の
馬
は
大
正
寺
に
与
え
、
以
後
は
馬
幕
等

を
地
蔵
寺
へ
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
、
③
し
か
も
、
弥
陀
寺
と
大
聖
寺
と
は
「
牛
角
之

寺
」
つ
ま
り
同
等
の
寺
で
あ
る
点
を
門
中
側
か
ら
申
出
て
き
て
い
る
の
で
、
弥
陀
寺
に
対
し
て

も
、
大
聖
寺
の
場
合
と
同
様
に
命
じ
る
の
が
至
当
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
第
一
に
、
寺
町
中
が
、「
真
言
一
宗
の
法
度
」
す
な
わ
ち
真
言
宗
の
寺
院
集
団

内
法
を
基
礎
に
、
こ
の
一
件
に
つ
い
て
の
判
断
を
家
老
に
示
し
て
い
る
点
が
特
筆
さ
れ
る
。
寺

町
中
は
、
寺
院
集
団
を
代
表
す
る
役
割
を
有
し
て
お
り
、
家
老
側
も
そ
れ
を
尊
重
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
引
馬
・
馬
幕
を
門
中
（
末
寺
）
か
ら
門
首
（
門
主
・
院
家
）

に
提
出
す
る
こ
と
が
、
地
蔵
寺
の
み
な
ら
ず
、「
国
中
真
言
一
宗
」
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
る

こ
と
を
「
寺
町
中
」
が
明
言
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
こ
の
点
を
明
文
化
し
た
文
書

を
、
こ
れ
以
前
の
段
階
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
阿
波
国
内
の
真
言
宗
で
は
引
馬

徴
収
権
が
門
首
側
の
特
権
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
引
馬
徴
収
権
は
、
門
首
で
あ
る

こ
と
の
象
徴
的
行
為
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
大
聖
寺
や
弥
陀
寺
に
よ
る
引
馬
徴
収
は
、
地

蔵
寺
の
側
に
と
っ
て
、門
首
と
し
て
の
立
場
を
揺
る
が
し
兼
ね
な
い
大
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
3
）
落
着

こ
の
争
論
に
最
終
的
な
決
着
を
与
え
た
の
は
、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
一
二
月
二
日
の
蓬

庵
（
家
政
）
に
よ
る
「
定
」
で
あ
っ
た
。
当
時
は
、
元
和
六
年
に
初
代
藩
主
至
鎮
亡
き
後
、
二

代
藩
主
忠
英
を
補
佐
し
た
蓬
庵
に
よ
る
「
隠
居
政
治
」
の
時
期
で
あ
っ
た
（
32
）。

町 田 哲

―２７５―
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定

今
度
坂
西
地
蔵
寺
・
名
西
弥
陀
寺
旦
方
死
去
刻
、
引
馬

幕
之
出
入
、
先
規
之
次
第
、
地

蔵
寺
門
中
老
若
請
於
連
座
委
相
尋
候
処
、
地
蔵
寺
仰
旨
一
言
も
相
違
無
之
旨
、
堅
固
被
申

候
、
然
上
は
自
今
以
後
、
弥
陀
寺
被
申
分
不
可
在
之
候
、
後
々
為
法
度
如
此
候
也

（
一
六
二
三
）

元
和
九
年

蓬
庵

極
月
二
日

宗
一
（
花
押
）

坂
西
郡

地
蔵
寺

地
蔵
寺
と
弥
陀
寺
と
の
間
で
の
、
檀
那
方
が
死
去
し
た
際
の
引
馬
・
幕
に
関
す
る
争
論
に
つ

い
て
、
従
来
の
あ
り
方
を
「
地
蔵
寺
門
中
老
若
」
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
地
蔵
寺
の
主
張
に
間
違

い
な
い
旨
の
回
答
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
以
後
、
弥
陀
寺
の
主
張
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
、
以

上
の
決
定
を
今
後
の
「
法
度
」
と
す
る
こ
と
を
地
蔵
寺
に
伝
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
檀
家
が
死

去
し
た
際
の
引
馬
・
幕
は
地
蔵
寺
が
差
配
す
べ
き
で
あ
り
、
地
蔵
寺
が
本
寺
で
あ
る
こ
と
を
認

め
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
一
件
は
、
地
蔵
寺
の
全
面
勝
訴
に
よ
っ
て
幕
を
閉
じ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
蓬
庵
「
定
」
で
は
、「
地
蔵
寺
門
中
老
若
」
の
主

張
を
論
拠
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
文
書
等
の
証
拠
主
義
を
採
用
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
寺
院
側
の
意
向
を
尊
重
し
よ
う
す
る
蓬
庵
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
実
は
、
門
中
の
寺
院
が

蓬
庵
に
召
し
出
さ
れ
る
直
前
の
一
一
月
二
九
日
に
、
地
蔵
寺
は
門
中
寺
院
か
ら
、
次
の
よ
う
な

証
文
を
提
出
さ
せ
て
い
る
（
33
）。

【
史
料
11
】[K

4−6−48−11]

荘
厳
院
衆
分

金
光
寺
（
花
押
）

宝
蔵
寺
（
花
押
）

唱
光
寺
（
花
押
）

宮
坊
（
花
押
）

北
岡
坊
（
花
押
）

林
泉
坊
（
花
押
）

玉
蔵
坊
（
花
押
）

大
聖
寺
（
花
押
）

不
動
院
（
花
押
）

観
音
院

荘
厳
院

従
先
年
御
法
度
不
相
背
事
、
実
正
也

（
一
六
二
三
）

元
和
九
年
十
一
月
廿
九
日

荘
厳
院
門
中

北
嶋
衆
分

能
満
寺
（
花
押
）

円
通
寺
（
花
押
）

安
楽
院
（
花
押
）

光
蓮
寺
（
花
押
）

荘
厳
院

先
年
�
御
法
度
不
相
背
事
、
実
正
也

元
和
九
年
十
一
月
廿
九
日

（
以
下
略
・
表
3
参
照
）

内
容
は
、
各
寺
院
が
「
荘
厳
院
門
中
」
つ
ま
り
地
蔵
寺
の
門
中
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
先

年
よ
り
の
「
御
法
度
」
の
遵
守
を
誓
約
す
る
内
容
で
あ
る
。
後
略
部
分
も
含
め
て
、
こ
こ
で
連

し
ゅ
ぶ
ん

署
し
て
い
る
寺
院
を
一
覧
に
し
た
の
が
、
表
3
で
あ
る
。
ま
ず
、「
荘
厳
院
門
中
」
が
「
衆
分
」

単
位
に
編
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。
順
に
、
地
蔵
寺
周
辺
に
存
在
し
た
荘
厳
院
衆

む

や

に

い

分
一
〇
ヶ
寺
、「
荘
厳
院
門
中
」
で
あ
る
北
島
衆
分
五
ヶ
寺
・
撫
養
衆
分
六
ヶ
寺
・
新
居
衆
分

四
ヶ
寺
・
姫
田
衆
分
七
ヶ
寺
・
板
東
衆
分
八
ヶ
寺
、
計
六
つ
の
「
衆
分
」
と
四
〇
ヶ
寺
が
確
認

で
き
る
。
こ
れ
を
前
掲
図
1
に
示
し
て
み
る
と
、
荘
厳
院
衆
分
以
西
は
脱
漏
た
め
か
不
明
だ
が
、

い
ず
れ
の
衆
分
も
地
域
ご
と
に
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

こ
の
「
衆
分
」
と
は
ど
の
よ
う
な
結
合
だ
ろ
う
か
。
一
七
世
紀
中
頃
の
文
書
に
は
次
の
よ
う

に
み
え
る
（
34
）。長谷寺

宝福寺
恩蔵寺
勝福寺
観音寺
宮坊
西田寺
蓮花寺
南之坊
北之坊
普光寺
金蔵坊
中之坊

姫
田
衆
分

撫
養
衆
分

霊山寺
宝蔵院
宝喜院
常光寺
法恩寺
妙楽寺
東海坊
長福寺
能満寺
円通寺
安楽院
光蓮寺
密厳寺
光徳寺
王字坊
真観寺

板
東
衆
分

北
島
衆
分

新
居
衆
分

金光寺
宝蔵寺
唱光寺
宮坊
北岡坊
林泉坊
玉蔵坊
大聖寺
不動院
観音院

荘
厳
院
衆
分

表3 元和9年（1623）地蔵寺の
衆分寺院一覧

【荘厳院門中】

典拠：（元和9年11月29日）
「（衆分寺院書上）」
[K 4−6−48−11]

近世前期阿波国真言宗寺院における本末関係の形成 ――五番札所・無尽山荘厳院地蔵寺を中心に――

―２７６―
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（
端
裏
書
）「
十
月
十
六
日

門
首
寺
口
上
書
」

御
尋
ニ
付
申
上
ル
覚

一
、
結
衆
又
ハ
衆
分
と
申
儀
ハ
、
門
首
寺
ノ
下
ニ
而
門
下
之
内
を
分
、
会
場
仕
候
寺
を
結

衆
又
ハ
衆
分
と
書
申
事
ニ
御
座
候
、
右
惑
之
諺
門
首
と
申
儀
ニ
て
は
無
之
候
、
以
上

子
十
月
十
六
日

矢
武
村

地
蔵
寺
（
花
押
）

大
谷
村

東
林
院
宥
正
（
花
押
）

谷
嶋
村

明
王
院
（
花
押
）

秋
月
村

大
野
寺
（
花
押
）

林
大
学
様

野
々
村
左
門
様

嶋
八
左
衛
門
様

板
野
郡
・
阿
波
郡
の
有
力
な
「
門
首
寺
」（
本
寺
）
で
あ
る
四
ヶ
寺
（
35
）
が
、
結
衆
・
衆
分

と
は
何
か
、
と
の
国
奉
行
か
ら
の
問
い
に
答
え
た
内
容
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
結

衆
ま
た
は
衆
分
と
は
、
門
首
寺
院
の
下
で
、「
会
場
」
つ
ま
り
法
会
を
行
う
門
下
の
小
結
合
を

称
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
（
36
）。
門
首
・
地
蔵
寺
の
も
と
で
、
門
中
寺
院
が
衆
分
単
位
に

編
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
37
）。

そ
の
上
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
同
日
付
の
次
の
史
料
で
あ
る
。

【
史
料
13
】[K

4−1−40]

（
幕
）

右
之
寺
坊
之
旦
那
死
去
之
刻
は
、
有
力
之
者
は
地
蔵
寺
請
体
申
、
馬
ま
く
ニ
施
物
を
添
候

て
挙
申
候
、
又
無
力
之
者
は
其
方
角
之
寺
を
頼
、
引
導
申
馬
ま
く
ニ
樽
を
そ
へ
地
蔵
寺
へ

挙
申
事
、
従
先
年
実
正
也
、
此
等
之
旨
委
細
ニ
被
仰
上
候
て
可
被
下
候

金
光
寺
（
花
押
）

大
聖
寺
（
花
押
）

霊
山
寺
（
花
押
）

長
谷
寺
（
花
押
）

蓮
花
寺
（
花
押
）

能
満
寺
（
花
押
）

密
厳
寺
（
花
押
）

神
宮
寺
（
花
押
）

以
上

元
和
九
年
霜
月
廿
九
日

福
田
四
郎
兵
衛
殿

檀
家
が
死
去
し
た
際
、
富
裕
な
檀
家
の
場
合
は
、
地
蔵
寺
が
直
接
葬
儀
を
し
、
馬
幕
に
施
物
を

添
え
て
、
檀
家
か
ら
地
蔵
寺
に
直
接
上
納
し
て
き
た
。
そ
う
で
な
い
檀
家
の
場
合
は
、
檀
那
寺

（＝

末
寺
）
が
葬
儀
を
実
施
し
、
馬
幕
に
樽
を
添
え
て
地
蔵
寺
に
上
納
し
て
き
た
。
そ
れ
が
先

年
よ
り
の
慣
例
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
慣
例
の
存
在
を
、
福
田
か

ら
詳
細
に
上
申
し
て
ほ
し
い
旨
を
記
し
て
い
る
。
福
田
四
郎
兵
衛
は
蓬
庵
直
属
の
家
臣
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
文
書
は
、
お
そ
ら
く
蓬
庵
裁
定
時
の
「
言
上
」
に
先
立
っ
て
、
地
蔵
寺
の
指
示
の

下
で
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
つ
は
、
こ
こ
で
は
檀
家
死
去
に
際
し
て
、
檀
家
が
「
有
力
」
か
「
無
力
」
か
に
よ
っ
て
葬

儀
の
実
施
主
体
や
礼
物
な
ど
の
対
応
は
異
な
る
部
分
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
の
場
合
も
檀
家

の
馬
幕
は
地
蔵
寺
に
供
出
し
て
き
た
こ
と
を
証
明
し
、
地
蔵
寺
が
門
首
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に

指
摘
し
て
い
る
。
今
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
連
署
す
る
八
ヶ
寺
の
う
ち
神
宮
寺
・
大
聖
寺
以

外
は
、
い
ず
れ
も
各
衆
分
の
筆
頭
寺
院
だ
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
段
階
の
地
蔵
寺
の
門
下
と
は
、

末
寺
と
し
て
横
並
び
な
の
で
は
な
く
、
衆
分
と
い
う
地
域
ご
と
の
門
下
の
小
結
合
と
し
て
編
成

さ
れ
、
か
つ
各
衆
分
の
筆
頭
寺
院
を
介
し
て
、
地
蔵
寺
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う（
38
）。

こ
の
よ
う
に
、
地
蔵
寺
は
弥
陀
寺
と
の
引
馬
・
馬
幕
争
論
を
契
機
に
、
蓬
庵
「
定
」
を
引
き

出
し
、〈
地
域
的
な
門
首
―
門
下
関
係
〉
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
こ
で
は
、
法

流
を
基
礎
と
す
る
門
首
―
門
下
と
い
う
僧
侶
個
人
の
関
係
を
核
と
し
つ
つ
、
同
時
に
実
質
的
な

寺
院
組
織
間
の
関
係
と
し
て
の
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
近
世
的
な
本
末
関
係
の

実
質
が
端
緒
的
に
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
得
た
蓬
庵
の
「
定
」
は
、
か
か
る
地

蔵
寺
と
そ
の
門
下
寺
院
と
の
関
係
を
公
認
す
る
意
味
を
持
っ
た
。
そ
の
結
果
、
以
後
の
本
末
争

論
に
お
い
て
、
蓬
庵
「
定
」
は
地
蔵
寺
側
に
有
利
な
証
拠
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

一
方
、
地
蔵
寺
は
、
蓬
庵
「
定
」
と
い
う
公
認
を
得
る
と
同
時
に
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
衆

分
ご
と
の
末
寺
掌
握
を
セ
ッ
ト
で
実
現
さ
せ
た
。
そ
こ
で
は
衆
分
の
筆
頭
寺
院
が
衆
分
の
意
向

を
代
表
さ
せ
る
役
割
も
果
た
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
例
え
ば
筆
頭
寺
院
に
よ
る
「
下
末

寺
」
支
配
（
後
述
）
の
よ
う
な
、
衆
分
内
の
階
層
差
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
を
も
意
味
し
た
。
そ

の
こ
と
が
一
七
世
紀
後
半
に
か
け
て
の
問
題
と
な
っ
て
い
く
。

三
、
本
末
関
係
の
展
開

（
1
）
引
馬
上
納

蓬
庵「
定
」が
出
さ
れ
て
か
ら
も
、
本
寺
地
蔵
寺
へ
の
引
馬
上
納
に
つ
い
て
の
ト
ラ
ブ
ル
は
、

絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

【
史
料
14
】[E

25−139]
奥
野
村
乾
之
助
大
夫
死
去
仕
候
ニ
付
而
、
四
方
幕
・
六
道
仕
候
、
引
馬
御
座
候
ハ
ヽ
上
可

申
候
へ
共
、
右
之
通
迄
ニ
御
座
候
間
、
則
地
蔵
寺
様
へ
上
申
候
、
此
外
ニ
は
私
曲
無
御
座

候
、
為
後
日
如
件

（
一
六
三
六
）

寛
永
十
三
年
四
月
廿
四
日

観
音
院

良
快
（
花
押
）

町 田 哲

―２７７―



地
蔵
寺
様
参

奥
野
村
乾
之
助
が
死
去
し
た
際
、
地
元
の
観
音
院
の
僧
・
良
快
が
導
師
を
行
っ
た
。
本
来
で

あ
れ
ば
す
ぐ
に
引
馬
を
上
納
す
べ
き
こ
と
を
怠
っ
て
い
た
た
め
、
寛
永
一
三
年
（
一
六
三
六
）

四
月
に
な
っ
て
こ
れ
を
遅
れ
て
上
納
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
翌
々
年
に
も
同
様
の
事
例
が

存
在
す
る
。

【
史
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25−109−6]
仕
上
書
物
之
事

（
カ
）

一
、
今
度
宮
川
内
村
五
郎
左
衛
門
死
去
仕
ニ
付
而
、
四
方
相
通
仕
申
処
ニ
、
御
法
度
旨

慥
ニ
不
存
候
故
留
置
、
御
腹
意
被
成
候
へ
共
、
此
度
は

被
成
御
赦
免
忝
候
、
自
今
以

来
は
御
法
度
旨
少
も
違
背
仕
間
敷
候
、
為
後
日
如
此
候

（
一
六
三
八
）

寛
永
十
五
年
霜
月
十
五
日

原
田
村

神
宮
寺
（
花
押
）

噯
衆

熊
谷
寺
（
花
押
）

金
光
寺
（
花
押
）

荘
厳
院
様

参

宮
川
内
村
五
郎
左
衛
門
が
死
去
し
、
衆
分
筆
頭
寺
院
の
一
つ
で
あ
る
原
田
村
（
現
阿
波
市
土

成
町
吉
田
）
神
宮
寺
が
導
師
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
神
宮
寺
は
地
蔵
寺
に
引
馬
を
上
納
せ
ね
ば

な
ら
な
い
の
を
知
ら
ず
に
自
ら
の
も
の
と
し
た
た
め
、
地
蔵
寺
が
立
腹
し
て
問
題
と
な
っ
た
。

神
宮
寺
が
詫
び
を
乞
い
、
今
回
は
近
隣
の
二
ヶ
寺
が
噯
人
と
な
り
赦
免
さ
れ
た
と
い
う
内
容
で

あ
る
。
蓬
庵
「
定
」
が
、「
御
法
度
」
と
見
な
さ
れ
、
こ
の
一
件
の
基
準
と
み
な
さ
れ
て
い
る

点
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
弥
陀
寺
一
件
解
決
後
も
、
末
寺
に
よ
る
引
馬
滞
納
が
た
び
た
び
惹
起
し
て
い

た
。
蓬
庵「
定
」が
出
さ
れ
た
と
は
い
え
、
地
蔵
寺
へ
の
引
馬
上
納
が
定
着
し
き
れ
て
お
ら
ず
、

地
蔵
寺
の
末
寺
支
配
は
未
だ
不
安
定
な
段
階
で
あ
っ
た
点
が
う
か
が
え
よ
う
。
以
下
に
み
る
一

七
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
二
つ
の
争
論
は
、
地
蔵
寺
と
い
ず
れ
も
衆
分
の
筆
頭
寺
院

と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
本
末
関
係
が
依
然
と
し
て
不
安
定
な
状
態
に
あ
っ
た
と

同
時
に
、
蓬
庵
「
定
」
が
そ
の
後
の
本
末
関
係
に
お
い
て
地
蔵
寺
側
に
有
利
に
働
い
た
こ
と
を

よ
く
示
し
て
い
る
。

（
2
）
密
厳
寺
一
件

ま
ず
は
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
に
お
き
た
密
厳
寺
一
件
で
あ
る
。
密
厳
寺
は
、
名
東
郡
南

新
居
村
に
あ
り
、
新
居
衆
分
の
筆
頭
寺
院
で
あ
る
。「
阿
州
三
好
記
大
状
前
書
」「
阿
州
三
好
記

並
寺
立
屋
敷
割
次
第
」（
39
）
に
記
載
が
あ
る
な
ど
、
中
世
末
に
は
地
域
に
お
け
る
有
力
寺
院
の

一
つ
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
密
厳
寺
が
、
檀
家
が
死
去
し
た
際
の
「
引
馬
」
と
「
幕
」

を
勝
手
に
取
り
込
ん
だ
と
、
同
年
一
一
月
に
地
蔵
寺
が
郡
奉
行
（
40
）
山
岡
平
右
衛
門
に
訴
え

た
。最
終
的
に
は
翌
年
閏
六
月
に
裁
許
奉
行
林
伯
耆
・
鳰
左
兵
衛
・
寺
澤
式
部
の
裁
定
に
よ
り
、

地
蔵
寺
側
の
全
面
的
な
勝
利
に
終
わ
っ
て
い
る
（
41
）。

こ
こ
で
も
密
厳
寺
側
が
数
年
来
、
引
馬
・
幕
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
き
た
こ
と
が
争
論
の
契

機
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
こ
の
一
件
も
、
寛
永
期
の
二
つ
の
争
論
と
同
様
の
性
格
を

持
っ
て
い
た
。
興
味
深
い
の
は
、
地
蔵
寺
が
、
当
初
か
ら
弥
陀
寺
一
件
で
の
ⅰ
蓬
庵「
定
」と
、

ⅱ
門
下
連
判
を
根
拠
に
、
密
厳
寺
が
地
蔵
寺
末
寺
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
引
馬
徴
収
権
は
地
蔵

寺
に
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
（
42
）。
裁
許
奉
行
側
も
、「
先
年

蓬
庵
様
�
被

為
遣
置
候
御
書
付
之
趣
、
弥
可
被
相
守
候
」、
と
蓬
庵
「
定
」
を
根
拠
に
地
蔵
寺
側
に
理
運
が

あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
蓬
庵「
定
」は
、
そ
の
後
の
本
末
争
論
に
お
い
て
、

地
蔵
寺
側
の
引
馬
徴
収
権
と
本
寺
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
と
す
る
決
定
的
な
根
拠
と
し
て
機
能

し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
れ
だ
け
本
寺
地
蔵
寺
の
引
馬
徴
収
権
が
明
確
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
密
厳
寺

側
は
な
ぜ
引
馬
徴
収
権
を
自
ら
の
も
の
と
主
張
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
地
蔵
寺
の
訴
願
に
対
す
る

密
厳
寺
側
の
反
論
か
ら
、
そ
の
理
由
を
探
っ
て
い
こ
う
。

【
史
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4−21−17

⑧]

仕
上
ル
返
答
書
之
事

（
一
条
）

一
、
板
西
郡
矢
武
村
地
蔵
寺
�
名
東
郡
新
居
村
密
厳
寺
門
下
之
由
被
申
候
、
此
義
偽
ニ
而

御
座
候
、
幕
建
之
門
中
ニ
而
ハ
御
座
候
、
然
所
ニ
当
九
月
ニ
新
居
村
六
右
衛
門
と
申
者

相
果
、
私
取
置
仕
候
得
ハ
、
事
新
敷
地
蔵
寺
�
馬
幕
取
度
由
被
申
越
候
へ
共
、
自
先
規

無
例
故
、
出
シ
不
申
事

（
二
条
）

一
、
ａ
先
年
地
蔵
寺
井
之
内
村
弥
陀
寺
出
入
御
座
候
候
刻
、
地
蔵
寺
門
中
分
御

前
え
被

召
出
節
、
地
蔵
寺
被
申
候
ハ
、
幕
建
之
義
ニ
候
間
、
密
厳
寺
も
罷
出
様
子
被
申
上
給
候

（
構
カ
）

へ
と
再
三
被
申
候
得
共
、
密
厳
寺
持
分
ヘ
ハ
従
先
規
諸
事
地
蔵
寺
得
ヒ
無
之
ニ
、
馬

幕
等
ヲ
出
ス
門
下
同
前
ニ
ハ
如
何
と
申
、
則
旦
中
と
談
合
仕
候
へ
ハ
、
中
々
無
用
と
申

ニ
付
、
其
通
り
返
事
申
候
ヘ
ハ
、
地
蔵
寺
被
申
候
ハ
、
弥
陀
寺
同
前
ニ
馬
幕
等
ヲ
出
ス

門
下
分
ニ
て
ハ
、
有
体
之
義
申
上
ヶ
間
敷
候
、
其
方
義
ハ
先
規
よ
り
地
蔵
寺
か
ま
ひ
無

之
寺
之
義
ニ
候
ヘ
は
、
有
様
ニ
可
被
申
上
候
間
、
是
非
共
此
度
被
可
給
候
、
後
々
の
た

め
い
か
ゝ
と
被
思
之
、
代
々
迄
其
方
持
分
え
申
分
無
之
手
形
可
相
渡
由
ニ
而
、
則
墨
付

請
取
置
、
右
何
も
同
前
ニ
御

前
え
罷
出
由
ニ
御
座
候
、
然
ニ
従

蓬
庵
公
様
御
法
度

書
頂
戴
様
ニ
地
蔵
寺
被
申
候
へ
共
、
其
段
ハ
弥
陀
寺
ニ
被
為
仰
付
御
法
度
書
ニ
而
可
有

御
座
候
候
、
ｂ
其
上
従
先
規
密
厳
寺
旦
那
分
地
蔵
寺
か
ま
い
無
之
証
拠
ハ
、
密
厳
寺
門

下
之
内
高
崎
村
光
徳
寺
旦
那
孫
助
と
申
者
、
元
和
三
年
四
月
ニ
相
果
、
馬
幕
仕
候
刻
、
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馬
ヲ
ハ
密
厳
寺
え
ひ
か
せ
候
へ
共
、
幕
之
義
ハ
光
徳
寺
ニ
留
置
、
出
入
ニ
罷
成
候
ヲ
、

地
蔵
寺
被
聞
付
、
双
方
旦
那
共
と
談
合
ニ
而
被
申
候
ハ
、
従
先
規
幕
之
義
も
密
厳
寺
へ

挙
来
り
候
へ
と
も
、
半
分
は
光
徳
寺
へ
被
指
遣
候
得
と
被
扱
、
尓
今
其
通
ニ
相
定
、
馬

幕
取
来
候
儀
実
正
ニ
御
座
候
、
従
先
規
地
蔵
寺
か
ま
ひ
有
之
義
ニ
候
ハ
ヽ
、
右
之
扱
有

間
敷
処
ニ
、
只
今
事
新
敷
如
先
規
と
申
上
候
段
、
大
ニ
偽
ニ
而
御
座
候
事

（
三
条
）

一
、
密
厳
寺
先
師
二
代

密
厳
寺
親
ヲ
地
蔵
寺
被
取
置
候
義
、
或
ハ
師
匠
或
ハ
親
之
義
ニ

候
ヘ
ハ
、
幕
番
之
地
蔵
寺
ヲ
頼
申
由
ニ
御
座
候
事

（
四
条
）

一
、
密
厳
寺
門
下
之
内
、高
崎
村
光
徳
寺
先
師
ヲ
地
蔵
寺
取
置
仕
候
と
書
付
上
ヶ
被
申
候
、

大
ニ
偽
ニ
て
御
座
候
、
是
も
密
厳
寺
取
置
仕
候
、
其
段
密
徳
寺
旦
那
高
崎
村
政
所
百
姓

ニ
御
尋
可
被
下
候
事

（
五
条
）

一
、
黒
田
村
三
大
夫
ヲ
地
蔵
寺
被
取
置
候
義
、
其
節
密
厳
寺
住
寺
退
転
仕
歟
、
施
主
方
よ

り
頼
申
由
ニ
御
座
候
、
此
外
於
古
今
ニ
密
厳
寺
持
分
�
何
者
之
馬
幕
取
置
、
先
規
之
こ

と
く
と
申
上
候
哉
、
御
穿
鑿
被
成
可
被
下
候
事

（
六
条
）

一
、
南
新
居
村
久
左
衛
門

今
切
村
彦
大
夫
当
八
月
ニ
相
果
申
候
、
其
節
拙
僧
ハ
高
野
へ

罷
登
り
留
守
ニ
而
御
座
候
故
、
私
門
下
中
取
置
仕
、
馬
幕
密
厳
寺
取
申
候
事

（
七
条
）

一
、
正
月
礼
義
、
地
蔵
寺
申
上
候
通
、
此
方
�
参
候
へ
は
、
地
蔵
寺
も
二
月
朔
日
ニ
返
礼

ニ
被
参
候
事

（
八
条
）

一
、
社
頭
遷
宮
之
義
、
密
厳
寺
か
ま
ひ
分
ハ
従
先
規
仕
来
り
候
故
、
拙
僧
代
に
も
度
々
遷

宮
仕
候
事

（
九
条
）

一
、
密
厳
寺
門
下
分
、
新
発
意
共
ニ
、
加
行
護
摩
等
ニ
至
迄
、
従
先
規
地
蔵
寺
頼
申
義
、

壱
人
も
無
之
、
悉
ク
密
厳
寺
伝
申
候
、
如
何
様
之
法
流
を
以
テ
門
主
・
門
下
之
差
別
と

従
先
規
申
来
候
事

（
一
〇
条
）

（
弔
カ
）

一
、
南
新
居
村
ニ
鈴
江
惣
左
衛
門
親
相
果
候
刻
、
先
地
蔵
寺
吊
ニ
惣
左
衛
門
方
へ
被
参
、

馬
幕
密
厳
寺
取
申
義
被
存
候
事

（
一
一
条
）

一
、
同
村
実
兵
衛
母
相
果
、
幕
仕
ル
ヲ
、
密
厳
寺
取
申
候
、
其
時
も
当
地
蔵
寺
実
兵
衛
方

（
弔
カ
）

へ
吊
ニ
被
参
候
、
此
外
従
先
規
代
々
之
密
厳
寺
馬
幕
取
申
義
数
多
御
座
候
事

右
之
通
、
少
も
相
違
無
御
座
候
、
被
遊
御
吟
味
、
如
先
規
被
仰
付
可
被
下
候
、
猶
於
御
尋

ハ
、
口
上
ニ
て
可
申
上
候
、
以
上

承
応
元
年
十
二
月
六
日

名
東
郡
之
内
南
新
居
村

密
厳
寺

判

（
山
岡
）

岡
平
右
衛
門
殿

ま
ず
、
三
条
目
か
ら
六
条
目
に
か
け
て
は
葬
儀
と
馬
幕
の
具
体
的
な
取
扱
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
。
密
厳
寺
先
代
や
密
厳
寺
の
実
親
に
つ
い
て
は
た
し
か
に
地
蔵
寺
に
依
頼
し
た
が
、
そ
れ

は
地
蔵
寺
が
「
幕
番
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
高
崎
村
光
徳
寺
の
檀
家
黒
田
村
の
三
大
夫
の
葬

儀
は
密
厳
寺
住
職
が
い
な
い
か
、
施
主
が
頼
ん
だ
か
ら
で
、
例
外
的
な
事
例
で
あ
る
こ
と
、
ま

た
南
新
居
村
や
今
切
村
の
檀
家
が
こ
の
年
に
死
去
し
た
際
に
は
、
密
厳
寺
の
門
下
が
葬
儀
を
行

い
馬
幕
は
密
厳
寺
が
徴
収
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
密
厳
寺
側
は
、
自
ら
も
門
下
を
有
し
、

馬
幕
を
徴
収
し
う
る
よ
う
な
、
地
蔵
寺
と
互
角
の
寺
院
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
主
張
を
強
化
す
べ
く
、
さ
ら
に
地
蔵
寺
へ
の
年
頭
礼
に
対
す
る
返
礼
が
存
在
す
る
こ

と
（
七
条
目
）、
社
頭
遷
宮
の
実
施
（
八
条
目
）、
密
厳
寺
門
下
の
中
で
新
発
意
・
加
行
護
摩
を

地
蔵
寺
に
依
頼
し
た
者
は
い
な
い
こ
と
（
九
条
目
）
を
強
調
し
て
い
る
。

密
厳
寺
が
掲
げ
る
証
拠
の
真
偽
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、具
体
的
な
事
例
が
多
く
、

実
際
に
馬
幕
を
密
厳
寺
が
自
ら
の
も
の
と
し
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

た
だ
し
先
師
・
親
・
檀
家
に
つ
い
て
地
蔵
寺
が
葬
儀
を
実
施
し
た
事
例
も
あ
る
。
お
そ
ら
く
は

蓬
庵
「
定
」
が
出
さ
れ
て
以
降
、
密
厳
寺
も
地
蔵
寺
も
個
別
に
引
馬
を
徴
収
し
て
き
た
の
が
実

態
に
近
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
密
厳
寺
は
「
衆
分
」
を
範
囲
と
す
る
周
辺
地
域
内

に
お
い
て
、
極
小
の
引
馬
徴
収
権
を
依
然
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
こ
の
引
馬
徴
収
権
だ
け
で
な
く
、
自
ら
新
発
意
・
加
行
護
摩
等
を
独
自
に
実
施
す
る

こ
と
で
密
厳
寺
の
「
門
下
」
を
形
成
さ
せ
、
地
蔵
寺
と
同
等
の
本
寺
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
密
厳
寺
の
主
張
に
お
い
て
足
か
せ
と
な
っ
た
の
が
、
弥
陀
寺
一
件
に

お
け
る
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
の
蓬
庵
「
定
」
と
衆
分
連
署
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
密
厳
寺
は

二
条
目
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

弥
陀
寺
一
件
の
際
、
密
厳
寺
は
地
蔵
寺
か
ら
「
幕
建
」
の
こ
と
な
の
で
、
共
に
登
城
す
る
よ

う
、
協
力
を
再
三
依
頼
さ
れ
た
。
し
か
し
「
密
厳
寺
持
分
」
に
つ
い
て
地
蔵
寺
か
ら
関
与
さ
れ

る
謂
わ
れ
は
な
い
こ
と
、
ま
た
（
一
緒
に
登
城
す
れ
ば
）
馬
幕
を
地
蔵
寺
に
出
す
門
下
と
同
然

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
い
っ
た
ん
は
拒
否
し
た
。
す
る
と
地
蔵
寺
側
は
、「
弥
陀
寺
と
同
様

に
馬
幕
を
出
す
門
下
分
は
あ
り
の
ま
ま
を
言
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
密
厳
寺
で
あ
れ
ば
地

蔵
寺
と
は
関
係
の
な
い
寺
で
あ
る
の
で
、
あ
り
の
ま
ま
を
申
上
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら

ぜ
ひ
協
力
し
て
ほ
し
い
。
つ
い
て
は
地
蔵
寺
が
密
厳
寺
持
分
に
関
与
し
な
い
手
形
を
渡
す
」
と

し
て
、
実
際
に
証
文
を
密
厳
寺
に
渡
し
た
。
そ
こ
で
密
厳
寺
は
地
蔵
寺
に
協
力
し
た
。
さ
ら
に
、

そ
の
際
の
蓬
庵
「
定
」
に
つ
い
て
は
「
あ
く
ま
で
弥
陀
寺
に
命
じ
ら
れ
た
法
度
」
で
あ
る
と
地

蔵
寺
か
ら
説
明
を
う
け
た
と
い
う
（
以
上
ａ
）。
あ
わ
せ
て
「
密
厳
寺
檀
那
分
」
に
つ
い
て
地

蔵
寺
が
関
与
し
な
い
証
拠
と
し
て
、
密
厳
寺
門
下
の
高
崎
村
光
徳
寺
檀
家
・
孫
助
が
死
去
し
た

元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
の
一
件
を
あ
げ
、
こ
れ
に
地
蔵
寺
は
仲
裁
に
入
る
立
場
で
あ
り
、
か

つ
密
厳
寺
が
馬
を
引
き
、
幕
は
光
徳
寺
が
確
保
す
る
よ
う
に
仲
裁
し
た
こ
と
、
以
後
も
密
厳
寺

が
馬
・
幕
と
も
に
確
保
し
て
き
た
（
ｂ
）、
と
し
て
い
る
。

町 田 哲
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つ
ま
り
、
密
厳
寺
は
弥
陀
寺
一
件
の
際
に
連
署
し
た
の
は
、
本
来
無
関
係
で
あ
る
地
蔵
寺
か

ら
の
た
っ
て
の
頼
み
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
、
密
厳
寺
は
地
蔵
寺
の「
衆
分
」

で
は
な
く
、
独
自
の
「
持
分
」（
末
寺
お
よ
び
檀
家
）
を
有
す
る
寺
院
（＝

本
寺
）
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

弥
陀
寺
一
件
の
際
に
、
こ
の
証
言
通
り
に
、
密
厳
寺
の
連
署
を
導
く
よ
う
な
地
蔵
寺
に
よ
る

工
作
が
実
際
に
存
在
し
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
弥
陀
寺
一
件
以
降
も
、
密

厳
寺
は
独
自
の
門
下
と
檀
家
を
持
ち
、
地
蔵
寺
と
は
関
わ
り
の
な
い
存
在
と
し
て
の
自
己
認
識

を
持
ち
続
け
て
い
た
。
弥
陀
寺
一
件
時
の
「
衆
分
」
内
で
は
、「
衆
分
」
筆
頭
寺
院
と
「
衆
分
」

内
の
他
寺
院
と
の
間
で
、
門
首
―
門
下
に
類
す
る
関
係
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

〈
衆
分
内
の
本
末
関
係
〉
と
、
便
宜
上
こ
こ
で
は
呼
ん
で
お
き
た
い
。

一
方
で
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
地
蔵
寺
側
の
全
面
勝
訴
と
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
蓬
庵
「
定
」

の
存
在
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
密
厳
寺
の
も
と
で
そ
れ
ま
で
存
在

し
て
い
た
〈
衆
分
内
の
本
末
関
係
〉
は
、
以
後
、
否
定
さ
れ
、「
衆
分
」
を
構
成
し
た
各
寺
院

は
、
本
寺
地
蔵
寺
の
下
に
直
接
包
摂
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
弥
陀
寺
一
件
以
降
、
蓬
庵「
定
」

が
根
拠
と
な
り
、
門
中
で
あ
れ
ば
馬
幕
を
門
首
に
上
納
す
る
こ
と
、
そ
し
て
引
馬
徴
収
権
を
軸

と
す
る〈
地
域
的
な
門
首
―
門
下
関
係
〉が
固
定
さ
れ
る
方
向
性
は
、
不
可
逆
的
な
も
の
と
な
っ

て
い
た
。

（
3
）
能
満
寺
一
件

能
満
寺
一
件
と
は
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
閏
四
月
、
板
野
郡
中
村
の
能
満
寺
が
、
近
隣

の
北
村
光
福
寺
・
新
喜
来
村
光
蓮
寺
・
高
房
村
円
通
寺
の
三
ヶ
寺
を
自
ら
の
「
下
末
寺
」
と
主

張
し
、
こ
れ
ら
の
寺
を
自
ら
の
末
寺
と
す
る
地
蔵
寺
と
争
っ
た
本
末
争
論
で
あ
る
。
能
満
寺
も
、

「
衆
分
」
の
筆
頭
寺
院
で
あ
り
（「
北
島
衆
分
」）、
前
掲
「
阿
州
三
好
記
大
状
前
書
」「
阿
州
三

好
記
並
寺
立
屋
敷
割
次
第
」
に
記
載
の
み
え
る
寺
院
で
あ
る
。
こ
の
一
件
は
、
ほ
ぼ
同
時
に
お

き
た
江
尻
村
八
幡
宮
の
遷
宮
導
師
を
め
ぐ
り
、
八
幡
宮
に
隣
接
し
神
宮
寺
の
性
格
を
持
つ
安
楽

も
つ

院
と
能
満
寺
と
の
間
の
一
件
が
あ
っ
た
こ
と
で
縺
れ
（
43
）、
延
宝
五
年
一
〇
月
に
は
郡
奉
行
の

指
示
で
、
周
辺
の
本
寺
寺
院
で
あ
る
大
谷
村
東
林
院
・
吉
成
村
瑞
川
院
が
仲
裁
に
入
っ
た
が
不

調
に
終
わ
り
、
最
終
的
に
は
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
三
月
に
、
光
福
寺
（
北
村
）・
光
蓮
寺

（
新
喜
来
村
）・
円
通
寺
（
円
通
寺
）、
そ
し
て
安
楽
院
も
、
す
べ
て
地
蔵
寺
末
寺
で
あ
る
と
の

決
定
が
裁
許
奉
行
よ
り
下
さ
れ
て
決
着
し
た
（
44
）。

こ
の
争
論
の
中
で
第
一
に
、
東
林
院
・
瑞
川
院
が
、「
何
事
も
近
来
勤
来
通
、
又
は
余
門
首
・

余
末
寺
之
な
ミ
ニ
相
勤
候
様
ニ
」
と
示
し
た
の
に
対
し
、
能
満
院
側
が
、
地
蔵
寺
末
寺
に
は
他

の
周
辺
寺
院
と
は
異
な
り
、「
地
蔵
寺
門
中
ニ
は
小
門
首
・
小
末
寺
之
例
」
が
あ
る
と
主
張
し

た
点
で
あ
る
。
従
来
の
本
末
争
論
で
は
各
寺
院
が
地
蔵
寺
と
は
別
の
本
寺
で
あ
る
こ
と
を
主
張

し
て
い
た
が
、
能
満
寺
は
、
地
蔵
寺
末
寺
で
あ
る
こ
と
は
自
ら
認
め
て
い
る
。
そ
の
上
で
末
寺

内
部
に
お
い
て
、
さ
ら
に
小
さ
な
門
首
―
末
寺
の
関
係
が
存
在
す
る
と
主
張
し
、
こ
の
関
係
を

「
下
末
寺
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
能
満
寺
側
の
主
張
の
根
拠
に
は
、
ど
の
よ
う
な
事
実
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。

能
満
寺
に
よ
れ
ば
、
関
係
す
る
寺
々
は
次
の
由
緒
を
も
っ
て
い
た
。
ま
ず
能
満
寺
は
、
戦
国

期
に
お
い
て
在
地
小
領
主
「
北
島
殿
」
の
祈
願
所
で
、
七
堂
伽
藍
が
あ
っ
た
こ
と
、
周
辺
に
は

八
一
坊
を
有
し
、
能
満
寺
そ
の
門
首
で
あ
っ
た
と
い
う
古
老
の
証
言
を
ひ
く
。
そ
の
伝
承
を
、

寺
の
近
隣
に
北
島
殿
城
郭
跡
が
あ
る
こ
と
で
補
強
し
よ
う
と
し
て
い
る（
一
条
目
）。
し
か
し
、

こ
こ
に
明
確
な
根
拠
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
方
、
光
福
寺
（
九
条
目
）
は
近
世
初

頭
に
出
来
た
新
寺
で
あ
る
が
、
能
満
寺
の
「
老
僧
隠
居
所
」
で
、
能
満
寺
よ
り
檀
家
を
分
割
し

て
据
え
置
い
た
こ
と
、
光
蓮
寺
（
一
〇
条
）
は
、
開
基
か
ら
三
代
ま
で
の
住
職
が
、
能
満
寺
の

弟
子
筋
の
寺
で
あ
る
こ
と
、
円
通
寺
（
一
一
条
）
は
、
も
と
も
と
能
満
寺
の
「
下
末
寺
」
で
あ
っ

た
が
、
住
持
交
替
が
繰
り
返
さ
れ
そ
の
関
係
は
中
絶
し
て
い
る
が
以
前
は
馬
幕
を
能
満
寺
に
上

納
し
て
い
た
こ
と
を
説
く
。
そ
し
て
安
楽
院
（
一
二
条
）
は
代
々
空
寺
で
、
こ
こ
七
〜
八
年
は

能
満
寺
が
掛
け
持
ち
し
て
お
り
、
先
月
に
能
満
寺
が
住
持
を
置
い
た
と
い
う
。

能
満
寺
と
し
て
は
、
周
辺
寺
院
を
隠
居
寺
、
弟
子
筋
の
寺
、
あ
る
い
は
兼
帯
の
寺
と
し
て
、

自
ら
の
末
寺
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
う
ち
光
福
寺
が
能
満
寺
の
隠
居
寺
で
あ
る

こ
と
、
あ
る
い
は
安
楽
院
が
無
住
の
歳
に
兼
帯
し
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
た
も
の
の
、
そ
れ

以
上
の
事
実
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
能
満
寺
が
当
初
、
能
満
寺
の
前
住

職
で
あ
る
光
福
寺
・
宥
件
に
、三
ヶ
寺
が
能
満
寺
の
下
末
寺
で
あ
る
と
す
る
証
文
に
書
判
さ
せ
、

こ
れ
を
証
拠
と
し
て
い
た
が
、
実
の
と
こ
ろ
こ
の
証
文
は
能
満
寺
が
宥
件
を
酒
に
酔
わ
せ
前
後

不
覚
と
さ
せ
た
上
で
無
理
矢
理
に
書
判
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
露
見
。
か
つ
て
六
〇
年
余

り
能
満
寺
の
住
持
を
務
め
た
宥
件
が
、「
三
ヶ
寺
能
満
寺
之
下
末
寺
と
申
義
毛
頭
無
御
座
候
」

（
45
）
と
新
た
に
証
言
し
た
こ
と
で
、
そ
の
根
拠
を
ま
っ
た
く
失
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
一
件
で
第
二
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
元
和
期
の
弥
陀
寺
一
件
に
お
い
て
、
地
蔵

寺
に
よ
る
懐
柔
工
作
が
存
在
し
た
と
い
う
、
能
満
寺
側
の
主
張
で
あ
る
。

【
史
料
17
】[E

25−115−2−11]

延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
閏
四
月
九
日
「
乍
憚
書
付
指
上
可
申

事
」
二
条
目

一
、
其
後
北
村
老
僧
へ
罷
越
候
而
、
万
事
勤
事
当
寺
先
年
之
筋
目
相
尋
候
時
分
、
当
所
五

人
組
之
内
壱
人
同
道
仕
候
而
罷
越
、
委
細
之
儀
吟
味
仕
候
節
、
老
僧
口
上
ハ
、
何
か
年

已
前
ニ
井
之
内
弥
陀
寺
出
入
之
時
分
、
三
代
前
ノ
地
蔵
寺
�
先
師
法
印
宥
勢
方
へ
頼
参
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申
候
子
細
ハ
、
弥
陀
寺
申
分
ハ
、
北
島
能
満
寺
と
拙
僧
寺
ハ
、
各
々
自
建
立
之
寺
之
由

申
候
故
、
未
埒
明
候
間
、
其
方
之
寺
ハ
我
か
末
寺
と
御
書
付
被
遊
可
被
下
候
得
ハ
此
度

理
運
仕
候
旨
、
一
入
至
極
ニ
及
申
候
間
、
頼
申
候
由
、
其
上
只
今
北
村
老
僧
へ
先
師
宥

勢
�
密
談
ニ
而
、
右
之
子
細
被
申
候
得
共
、
不
及
覚
悟
居
申
候
へ
共
、
達
而
宥
勢
此
度

之
儀
面
目
失
シ
申
候
よ
り
、
互
ニ
此
方
へ
も
当
寺
ハ
地
蔵
寺
末
寺
ニ
而
無
御
座
候
所
、

実
正
之
手
形
取
替
シ
用
ニ
立
可
申
と
談
合
堅
め
、
此
方
へ
も
手
形
ヲ
取
、
彼
方
へ
も
書

付
出
シ
、
其
後
火
事
出
来
候
而
、
右
之
手
形
什
物
否
焼
払
申
候
由
、
具
ニ
承
申
候
、
其

外
古
老
共
�
伝
聞
申
候
事

争
論
以
前
に
北
村
・
光
福
寺
の
宥
件
（「
老
僧
」）
の
と
こ
ろ
に
行
き
能
満
寺
の
由
緒
を
尋
ね

た
際
、
宥
件
が
能
満
寺
に
伝
え
た
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
弥
陀
寺
一
件
時
の
衆

分
連
座
の
前
に
、
地
蔵
寺
が
能
満
寺（
当
時
の
住
持
・
宥
勢
）に
や
っ
て
き
て「
弥
陀
寺
側
が
、

�
弥
陀
寺
と
能
満
寺
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
建
立
し
た
（
地
蔵
寺
と
は
離
れ
た
独
立
し
た
）
寺
だ
�

と
い
っ
て
納
得
し
な
い
。
そ
こ
で
今
回
、
能
満
寺
が
地
蔵
寺
の
末
寺
で
あ
る
旨
の
書
付
を
書
い

て
も
ら
え
ば
、
勝
訴
で
き
る
の
で
頼
む
」
と
依
頼
。
決
め
か
ね
る
宥
勢
が
、
当
時
宥
勢
の
弟
子

で
あ
っ
た
宥
件
と
密
か
に
相
談
し
た
。
面
目
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
、「
能
満
寺
は
地
蔵

寺
の
末
寺
で
は
な
い
」
旨
の
証
文
を
地
蔵
寺
と
能
満
寺
と
の
間
で
取
り
交
わ
し
た
上
で
、
最
終

的
に
吟
味
に
お
い
て
は
地
蔵
寺
の
依
頼
通
り
の
主
張
を
お
こ
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
証
文
は
そ

の
後
火
事
で
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

能
満
寺
は
、
こ
こ
で
弥
陀
寺
一
件
で
の
本
末
証
文
（
史
料
11
）
が
、
実
際
と
は
異
な
る
こ
と

を
示
し
、
地
蔵
寺
末
寺
で
は
な
く
、「
下
末
寺
」
を
抱
え
る
独
自
の
寺
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し

よ
う
と
し
た
。
果
た
し
て
、
こ
の
宥
件
か
ら
の
伝
聞
、
す
な
わ
ち
地
蔵
寺
に
よ
る
事
前
工
作
が

事
実
か
ど
う
か
は
、
確
認
す
る
す
べ
は
な
い
。
し
か
し
密
厳
寺
一
件
と
同
様
、
元
和
期
の
衆
分

連
署
に
は
何
ら
か
の
地
蔵
寺
側
か
ら
の
懐
柔
工
作
が
あ
っ
た
と
す
る
主
張
が
争
論
後
も
な
お
出

て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
衆
分
の
筆
頭
寺
院
側
の
中
に
は
、
自
ら
が
地
蔵
寺
末
寺

で
は
な
く
自
立
し
た
寺
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
根
強
く
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
を
証
明
す
る

事
実
と
し
て
、
今
回
の
争
論
時
に
は
〈
衆
分
内
の
本
末
関
係
〉
が
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
衆
分
筆
頭
寺
院
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
な
か
っ
た
。
一
七
世

紀
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
地
蔵
寺
は
、「
下
末
寺
」
を
有
す
る
こ
と
を
も
と
に
本
寺
を
主

張
す
る
「
衆
分
」
筆
頭
寺
院
と
争
論
の
上
、
蓬
庵
「
定
」
を
論
拠
に
こ
れ
を
淘
汰
し
、
完
全
に

包
摂
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
衆
分
」
は
、
地
域
的
な
寺
院
小
集
団
で
あ
る
「
結
衆
」
と

い
う
形
で
残
る
が
、
そ
の
内
部
で
の
格
差
は
解
消
さ
れ
、
地
蔵
寺
の
下
に
一
律
に
末
寺
化
し
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
4
）
諸
宗
寺
院
法
度
と
〈
地
域
的
な
本
末
関
係
〉

こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
地
蔵
寺
を
中
心
と
す
る
〈
地
域
的
な
門
首
―
門
下
関
係
〉
は
、
寛
文

五
年
（
一
六
六
五
）
七
月
に
幕
府
よ
っ
て
発
布
さ
れ
た
「
諸
宗
寺
院
法
度
」（
46
）
と
い
か
な
る

関
連
を
も
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
周
知
の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
幕
府
は
、
中
央
の
本
山
・
本
寺

に
対
し
て
、
宗
派
の
末
寺
を
編
成
す
る
権
限
を
、
慶
長
・
元
和
期
に
本
山
法
度
と
い
う
形
で
一

宗
派
単
位
に
与
え
て
保
証
し
て
き
た
が
、「
諸
宗
寺
院
法
度
」
は
、
宗
派
を
超
え
た
全
寺
院
・

僧
侶
共
通
の
法
度
と
し
て
機
能
し
た
（
47
）。
地
蔵
寺
も
ま
た
こ
の
法
度
を
受
容
し
て
い
る
が
、

注
目
さ
れ
る
の
は
次
の
史
料
で
あ
る
。

【
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覚

一
、
御
公
儀
様
御
朱
印
之
写
両
通
、
次
ニ
下
知
状
、
右
之
三
通
御
法
度
之
趣
、
本
寺
地
蔵

寺
慥
被
申
渡
、
致
拝
上
面
々
奉
畏
候

寛
文
五
年
十
二
月
廿
七
日

板
野
郡
矢
武
村

泉
福
寺
（
印
）（
花
押
）

（
以
下
、
板
野
郡
内
三
二
ヶ
寺
略
）

幕
府
か
ら
の
「
諸
宗
寺
院
法
度
」
の
写
二
通
と
、
そ
れ
を
伝
達
す
る
藩
ま
た
は
高
野
山
か
ら

の
下
知
状
が
地
蔵
寺
に
到
着
し
、
こ
れ
を
う
け
て
地
蔵
寺
は
、
板
野
郡
内
の
末
寺
（
48
）
に
伝

達
し
、
各
寺
院
か
ら
請
印
・
請
書
判
を
書
き
加
え
さ
せ
て
い
る
。「
諸
宗
寺
院
法
度
」
写
を
地

蔵
寺
が
「
本
寺
」
と
し
て
寺
々
に
伝
達
し
て
い
る
点
が
特
筆
さ
れ
る
。
従
来
の
よ
う
な
門
首
―

門
下
と
い
う
用
語
で
は
な
く
、
あ
え
て
「
本
寺
」
と
自
ら
を
位
置
づ
け
た
の
は
、
管
見
の
限
り

本
文
書
が
最
初
で
あ
る
。
ま
た
、「
末
寺
」
と
い
う
用
語
こ
そ
な
い
が
末
寺
側
も
、
元
和
期
の

よ
う
な
「
衆
分
」
と
い
う
単
位
は
消
え
、
本
寺
地
蔵
寺
に
対
し
一
律
に
請
印
・
書
判
を
提
出
す

る
立
場
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
諸
宗
寺
院
法
度
」
に
対
す
る
請
判
を
取
る
プ
ロ
セ
ス

そ
の
も
の
が
、
地
蔵
寺
と
の
関
係
を
本
寺
―
末
寺
関
係
へ
と
位
置
づ
け
る
契
機
の
一
つ
と
な
っ

て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
八
月
に
も
、
地
蔵
寺
住
職
玉
龍
が
廻
状
を
出
し
、
同
様

に
末
寺
四
三
ヶ
寺
か
ら
地
蔵
寺
に
対
し
て
請
印
・
請
書
判
を
提
出
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
契
機
と

な
っ
た
の
は
、
門
首
瀧
寺
が
門
下
で
あ
る
三
好
郡
太
刀
野
成
願
寺
の
住
持
に
、
楊
雲
と
い
う
僧

侶
か
ら
金
銀
を
と
っ
て
担
わ
せ
て
い
た
こ
と
が
露
見
し
た
一
件
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
諸
宗
寺
院

法
度
」
が
禁
じ
る
「
以
金
銀
不
可
致
後
住
之
契
約
事
」
に
抵
触
し
た
た
め
、
楊
雲
と
彼
を
訴
え

た
美
馬
郡
西
端
山
東
福
寺
は
「（
阿
淡
）
両
国
追
放
」、
楊
雲
を
肝
煎
し
た
三
好
郡
勢
力
村
青
蓮

寺
住
持
が
「
出
寺
」、
そ
し
て
門
首
瀧
寺
は
「
閉
門
」
の
処
罰
と
な
っ
た
。
こ
の
一
件
が
解
決

し
た
際
、
門
首
寺
院
で
あ
る
瑞
川
院
・
東
林
院
・
地
蔵
寺
が
郡
奉
行
に
呼
ば
れ
、「
面
々
末
寺

中
へ
も
右
之
趣
申
達
、
堅
護
持
仕
、
出
家
相
応
之
身
持
・
諸
法
会
、
且
暮
之
修
行
無
懈
怠

堂

町 田 哲
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社
仏
閣
之
掃
除
、
門
首
門
下
之
礼
儀
無
混
乱
不
浮
之
出
入
不
仕
候
様
ニ
、
兼
而
相
触
可
申
候
由

被
仰
渡
候
、
万
一
末
寺
分
ニ
出
入
出
来
申
候
ハ
ヽ
、
門
首
之
及
了
簡
程
は
可
申
付
由
」、
つ
ま

り
①
出
家
相
応
の
身
持
・
法
会
の
遵
守
、
②
修
行
・
掃
除
の
励
行
、
③
門
首
門
下
の
秩
序
維
持

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
末
寺
中
」
に
申
し
付
け
て
問
題
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
と
の
指
示

を
受
け
た
。
そ
れ
を
う
け
て
、
地
蔵
寺
が
「
末
寺
中
」
に
請
印
・
請
書
判
を
提
出
さ
せ
た
の
で

あ
る
（
49
）。

こ
こ
で
は
、
も
と
も
と
存
在
し
た
「
門
首
門
下
」
の
関
係
が
重
視
さ
れ
な
が
ら
も
、「
衆
分
」

単
位
は
排
さ
れ
、
門
下
を
明
確
に
「
末
寺
」
あ
る
い
は
「
門
下
中
」
と
し
て
一
律
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
郡
奉
行
の
指
示
の
も
と
、
板
野
郡
に
お
け
る
他
の
門
首
寺
院
で
も
同

様
の
本
末
関
係
が
定
位
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
（
50
）。

「
諸
宗
寺
院
法
度
」
の
発
布
は
、
本
末
関
係
を
一
挙
に
確
立
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
阿

波
国
古
義
真
言
宗
寺
院
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
存
在
し
た
門
首
―
門
下
関
係
を
、
門
首
寺
院

（
本
寺
）
の
も
と
に
一
元
化
し
、〈
地
域
的
な
本
末
関
係
〉
と
し
て
よ
り
可
視
化
さ
せ
る
一
つ

の
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
、
法
流
と
本
末
関
係

（
1
）
高
野
山
正
智
院
と
地
蔵
寺

か
ず

と
こ
ろ
で
、
中
央
の
寺
院
に
本
寺
を
被
く
こ
と
が
な
い
「
無
本
寺
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、地
蔵
寺
が
、地
域
に
お
け
る
本
末
関
係
を
形
成
し
え
た
力
の
源
泉
は
、元
和
期
の
蓬
庵「
定
」

だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
本
末
関
係
の
中
核
に
位
置
す
る
門
首
―
門
下
間
の「
法
流
」の
継
承
に
、

し
ょ
う

ち
い
ん

高
野
山
と
り
わ
け
正
智
院
（
51
）
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。

地
蔵
寺
に
は
、
蓬
庵
よ
り
次
の
よ
う
な
判
物
が
下
さ
れ
て
い
た
。
発
給
さ
れ
た
経
緯
や
年
代

も
不
詳
で
あ
る
が
、
蓬
庵
の
花
押
が
、
元
和
九
年
蓬
庵
「
定
」
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
の

で
、
初
代
至
鎮
が
死
去
し
て
蓬
庵
が
忠
英
後
見
人
と
な
る
元
和
六
年
以
降
の
、
蓬
庵
「
定
」
と

ほ
ぼ
同
時
期
に
発
給
さ
れ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

【
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当
国
地
蔵
寺
門
徒
之
儀
、
高
野
山
正
智
院
法
流
之
由
承
之
間
、
如
先
例
何
も
無
異
儀
正
智

院
被
令
馳
走
候
様
ニ
被
仰
達
、
尤
候
、
為
其
如
此
候
、
恐
々
謹
言

蓬
庵

十
一
月
十
八
日

宗
一
（
花
押
）

坂
西

地
蔵
寺
参

地
蔵
寺
か
ら
蓬
庵
に
対
し
、
地
蔵
寺
と
そ
の
「
門
徒
」（
末
寺
僧
）
が
高
野
山
正
智
院
の
「
法

流
」
で
あ
る
こ
と
、
従
来
通
り
地
蔵
寺
・
門
徒
か
ら
正
智
院
に
対
し
馳
走
す
る
こ
と
が
伝
え
ら

れ
、
蓬
庵
が
そ
れ
を
認
可
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
判
物
は
、
地
蔵
寺
と
そ
の
末
寺
僧
が
高

野
山
正
智
院
法
流
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
地
蔵
寺
に
よ
る
門
徒
差
配（
門
徒
に
よ
る
贈
物
負
担
）

を
、
蓬
庵
が
公
認
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
（
以
下
、
便
宜
上
「
法
流
判
物
」
と
略
す
）。

長
谷
川
賢
二
氏
に
よ
れ
ば
、
高
野
山
正
智
院
と
地
蔵
寺
と
の
関
係
は
遅
く
と
も
一
五
世
紀
前

半
に
遡
る
。
正
智
院
に
現
存
す
る
聖
教
写
本
奥
書
に
、
応
永
二
八
年
（
一
四
二
一
）
に
『
声
字

実
相
義
聞
書
』（
宝
性
院
宥
快
の
口
説
）
を
阿
波
国
板
西
郡
上
庄
の
地
蔵
寺
談
議
所
で
書
写
し

た
こ
と
、
さ
ら
に
一
五
世
紀
中
に
地
蔵
寺
花
厳
院
で
『
掌
中
明
鏡
抄
』
を
書
写
し
た
点
が
判
明

し
て
い
る
（
52
）。
そ
の
後
の
関
係
は
い
っ
た
ん
不
明
と
な
る
が
、
近
世
初
頭
に
再
び
明
ら
か
と

な
る
。
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（
包
紙
）「
正
智
院
景
義
自
筆
書
簡
」

其
後
は
以
愚
書
成
共
可
申
通
候
処
、
他
方
異
聊
故
無
音
背
和
意
斗
候
、
先
以
貴
院
へ
御
入

院
大
喜
事
候
、
如
御
存
知
右
貴
院
と
当
院
、
自
往
古
之
由
緒
不
浅
候
、
是
は
貴
寺
開
山
之

定
宥
法
印
此
院
快
雅
法
印
下
ニ
而
、
山
本
方
授
法
已
来
、
別
而
御
入
魂
候
、
雖
然
其
国
乱

後
之
砌
�
中
絶
候
、
幸
愚
僧
留
守
居
仕
候
上
は
、
御
門
中
各
迄
被
仰
渡
、
如
先
々
法
流
相

続
候
は
可
為
満
足
候
、
於
宮
坊
え
申
含
候
、
恐
惶
謹
言

七
月
十
五
日

正
智
院

景
義
（
花
押
）

荘
厳
院

御
同
宿
中

け
い
ぎ

正
智
院
景
義
か
ら
地
蔵
寺
住
職
へ
の
書
状
で
あ
る
。
景
義
は
、
阿
州
板
西
郡
に
生
ま
れ
、
慶
長

一
七
年
（
一
六
一
二
）
五
月
四
日
に
入
寂
し
て
い
る
の
で
（
53
）、
慶
長
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
書
状
で
は
、
地
蔵
寺
が
正
智
院
と
往
古
よ
り
由
緒
が
あ
り
、
そ
れ
は
地
蔵
寺
中
興
の

定
宥
（
明
徳
二
年
〈
一
三
九
一
〉
三
月
六
日
寂
）
が
正
智
院
の
快
雅
法
印
か
ら
「
山
本
方
」（
三

宝
院
流
実
賢
方
山
本
相
承
）
を
授
法
し
て
以
来
の
強
固
な
関
係
で
あ
っ
た
点
を
述
べ
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
こ
の
関
係
は
戦
国
期
に
一
端
途
絶
え
た
が
、
そ
の
旨
を
地
蔵
寺
か
ら
「
門
中
」
に

命
じ
、
今
後
も
「
法
流
相
続
」
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
少
な
く
と
も
慶
長
期
に
正
智
院
と

地
蔵
寺
と
が
、
景
義
を
媒
介
に
そ
の
関
係
を
再
強
化
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
こ

う
し
た
両
寺
の
相
承
関
係
の
強
化
を
前
提
と
し
て
、
蓬
庵
に
よ
る
法
流
判
物
が
発
給
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
（
54
）。

（
2
）
法
流
判
物
の
意
義

地
蔵
寺
に
は
、
ほ
ぼ
同
内
容
の
法
流
判
物
が
こ
れ
を
含
め
全
九
点
残
さ
れ
て
い
る
（
表
4
）

（
55
）。
四
代
綱
通
・
六
代
宗
員
そ
し
て
幕
末
期
の
も
の
が
無
い
が
、
藩
主
が
交
替
す
る
ご
と
に

繰
り
返
し
判
物
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
七
代
宗
英
以
降
は
、
藩
主
の
初
帰
国
か
ら
半
年

近世前期阿波国真言宗寺院における本末関係の形成 ――五番札所・無尽山荘厳院地蔵寺を中心に――

―２８２―



あ
ま
り
の
在
国
中
に
、
阿
波
国
内
で
、
か
か
る
法
流
判
物
が
発
給
さ
れ
る
こ
と
は
、
管
見
の
限

り
地
蔵
寺
以
外
で
は
確
認
で
き
ず
、
か
な
り
異
例
の
対
応
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
藩
主
代
替
時
の
恒
常
的
な
判
物
発
給
は
、
地
蔵
寺
と
そ
の
末
寺
、
そ
し
て

正
智
院
側
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
世
紀
の
も
の
に
な
る
が
、

次
の
よ
う
な
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
21
】[K

4−6−61]

今
般

太
守
様
御
代
替
ニ
付
、
御
代
々
正
智
院

当
院
え
被
下
置
候
御
判
物
願
ニ
、
使
僧

聖
善
院
被
指
越
候
、
前
々
之
通
、
御
判
物
被
下
置
候
ニ
附
、
当
院
末
寺
中
御
判
物
之
表
相

心
得
候
様
申
達
候
趣
、
郡
御
奉
行
所
�
も
被
仰
聞
候
条
、
各
右
様
御
心
得
、
早
々
順
達
廻

詰
�
此
方
へ
御
返
進
可
被
成
候
、
以
上

文
化
十
一
年
十
月
廿
八
日

荘
厳
院
（
印
）

矢
武
村

金
剛
院
（
印
）

（
以
下
、
四
四
ヶ
寺
連
印
・
略
）

注
目
さ
れ
る
第
一
の
点
は
、
判
物
と
、

末
寺
が
判
物
内
容
を
遵
守
す
る
こ
と
が
郡

奉
行
か
ら
地
蔵
寺
に
伝
達
さ
れ
、
そ
れ
を

地
蔵
寺
が
末
寺
に
廻
状
で
伝
え
、
法
流
遵

守
を
末
寺
側
が
再
確
認
す
る
機
会
と
な
っ

て
い
た
点
で
あ
る
（
56
）。
第
二
は
、
高
野

山
か
ら
使
僧
が
、
正
智
院
（
57
）
と
地
蔵

寺
へ
の
判
物
発
給
を
藩
側
に
求
め
に
来
徳

し
て
い
る
点
で
あ
る
。
判
物
発
給
は
、
後

に
は
、
正
智
院
側
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ

り
実
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

【
史
料
22
】[K

4−1−3]

一
翰
致
啓
達
候
、
厳
寒
之
処
弥
御
安

全
之
由
欣
然
之
至
存
候
、
当
嶺
静
謐

御
座
候
、
然
は
貴
院
末
寺
中
近
年
他

流
相
続
之
僧
被
致
住
職
衆
中
も
有
之

様
ニ
伝
承
候
、
此
儀
は
能
々
御
改
候

上
住
職
御
申
付
御
尤
ニ
存
候
、

檀

那
之
内
登
山
之
砌
勝
手
次
第
ニ
外
寺

え
被
参
も
有
之
哉
之
様
ニ
是
又
相
聞

候
、
右
両
様
共
従

太
守
公
御
代
々
御
判
物
被
下
置
明
白
之
儀
、
御
存
知
之
通
候
得
は
、

紛
敷
儀
無
之
様
ニ
急
度
被
仰
付
可
然
候
、
若

御
判
物
之
表
ニ
相
違
之
儀
御
座
候
而
は
如

何
存
候
故
、
為
其
堅
愚
札
候
、
恐
惶
不
宜

極
月
廿
二
日

正
智
院

凌
空
（
花
押
）

荘
厳
院
密
衲

り
ょ
う
く
う

一
八
世
紀
半
ば
に
正
智
院
の
凌
空
が
地
蔵
寺
に
出
し
た
書
状
で
あ
る
。
凌
空
は
、
明
和
三
年

（
一
七
六
六
）
に
没
し
た
高
野
山
「
左
学
頭
凌
空
興
雲
房
」
で
あ
る
（
58
）。
近
年
、
地
蔵
寺
末

寺
で
は
他
流
を
相
続
す
る
住
職
が
い
る
こ
と
、
ま
た
檀
家
が
高
野
山
を
訪
問
し
た
際
に
外
の
子

院
に
行
く
場
合
が
あ
る
こ
と
を
正
智
院
側
が
問
題
視
し
、「
太
守
公
御
代
々
御
判
物
」
を
根
拠

に
し
て
、
末
寺
の
法
流
遵
守
等
の
徹
底
と
そ
の
取
締
を
地
蔵
寺
に
求
め
て
い
る
。
実
際
に
、
こ

れ
に
呼
応
し
て
地
蔵
寺
も
末
寺
に
触
を
出
そ
う
と
し
て
い
た
点
も
別
に
確
認
で
き
る
（
59
）。
藩

主
に
よ
る
法
流
判
物
は
、
正
智
院
に
と
っ
て
、
地
蔵
寺
末
寺
に
対
す
る
法
流
遵
守
に
関
わ
る
権

威
付
け
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
3
）「
法
流
」
と
「
寺
法
」

最
後
に
、
こ
う
し
た
法
流
と
本
末
関
係
と
の
連
関
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
表
4
に
見
え
る

よ
う
に
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
九
月
の
法
流
判
物
は
、
五
代
藩
主
綱
矩
が
江
戸
に
在
府
す

る
中
で
発
給
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
た
ま
た
ま
正
智
院
（
秀
伝
）
も
江
戸
に
い
た
た
め
、
正
智
院

よ
り
江
戸
家
老
長
谷
川
主
計
に
判
物
発
給
を
依
頼
し
、
そ
れ
が
実
現
し
た
。
翌
一
〇
月
に
は
長

谷
川
よ
り
国
元
の
仕
置
家
老
賀
島
主
水
に
対
し
て
、
長
谷
川
宛
の
正
智
院
書
状
を
添
え
て
、
判

物
発
給
の
経
緯
と
地
蔵
寺
に
そ
の
旨
の
指
示
を
依
頼
し
た
。
阿
波
側
で
賀
島
か
ら
、
正
智
院
書

状
と
長
谷
川
か
ら
賀
島
へ
の
書
状
を
示
さ
れ
た
地
蔵
寺
の
玉
龍
が
、こ
の
二
通
の
書
状
を「
末
々

当
院
之
証
拠
」
と
し
て
拝
領
し
た
も
の
が
、
現
存
し
て
い
る
（
60
）。
さ
て
、
こ
の
時
の
判
物
発

給
に
際
し
、
事
前
に
藩
側
で
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
法
流
と
末
寺
と
の
区
別
に
つ
い
て
で
あ
っ

た
。
郡
奉
行
西
弥
次
郎
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
地
蔵
寺
が
答
え
た
の
が
、
次
の
文
書
で
あ

る
。

【
史
料
23
】[E

24−20]御
尋
ニ
付
申
上
ル
覚

一
、
板
野
郡
矢
武
村
地
蔵
寺
之
儀
、
高
野
山
正
智
院
法
流
ニ
候
哉
と
御
尋
被
成
候
、
如
何

ニ
も
正
智
院
法
流
ニ
而
御
座
候
、
従

蓬
庵
様
其
趣
之

御
書
、
正
智
院

当
寺
之
三

代
以
前
之
住
持
宥
全
方
へ
被
下
置
候
、

至
鎮
様
・
忠
英
様
御
両
代
ニ
は
正
智
院
方
へ

も
地
蔵
寺
へ
も

御
書
不
被
成
下
候
、
光
隆
様
御
代
ニ
正
智
院

当
寺
先
住
宥
昇
方
へ

御
書
被
下
置
候
、
右

御
書
御
両
通
共
写
仕
指
上
申
候

文書番号
K 4−5−12−1

K 4−5−1

K 4−5−7−1

K 4−5−15−1

K 4−5−11−1

K 4−5−16

K 4−5−10−1

K 4−5−3

K 4−5−14

初帰国
－

承応元．8．19
延宝8．5．22
元文3．4．26
元文5．5．12
宝暦5．5．6
安永2．5．18
文化11．3．晦
（不明）

西暦

1654
1683
1738
1740
1755
1773
1814
1844

年代
（元和）
承応3．8．12
天和3．9．18＊

元文3．11．17
元文5．10．19
宝暦5．9．16
安永2．11．15
文化11．10．朔
弘化元．12．27

発給者
蓬庵（2代忠英後見）
3代光隆
5代綱矩
7代宗英
8代宗鎮
10代重喜
11代治昭
12代斉昌
13代斉裕

1
2
3
4
5
6
7
8
9

表4 地蔵寺門徒の正智院法流認定判物

＊天和3年9月は江戸在府中。

町 田 哲

―２８３―



一
、
地
蔵
寺
儀
、
正
智
院
末
寺
と
申
義
ニ
て
ハ
全
無
御
座
候
、

御
両
殿
様
御
書
面
之
通
、

法
流
と
申
迄
ニ
て
御
座
候
、
万
一
正
智
院
当
院
を
末
寺
と
被
心
得
候
ヘ
ハ
、
拙
僧
ハ
不

申
及
、
当
寺
之
末
寺
五
拾
ヶ
寺
ニ
及
出
家
共
、
別
而
迷
惑
仕
候

一
、
末
寺
と
法
流
と
差
別
在
之
哉
と
御
尋
被
成
候
、
末
寺
と
申
候
ハ
、
惣
而
寺
法
之
儀
、

本
寺
之
以
了
簡
執
行
仕
候
、
法
流
と
申
候
ハ
先
徳
実
賢
之
一
流
を
正
智
院
方
�
伝
授
仕

迄
ニ
御
座
候
、
於
寺
法
之
義
ニ
は
只
今
迄
正
智
院
指
図
を
請
申
事
少
も
無
御
座
候
、
以

上
（
一
六
八
三
）

天
和
三
年
亥
ノ
閏
五
月
廿
三
日

矢
武
村

地
蔵
寺

西
弥
次
郎
殿

地
蔵
寺
が
正
智
院
法
流
で
あ
り
、
そ
れ
は
蓬
庵
法
流
判
物
や
、
三
代
の
光
隆
判
物
（
正
智
院

宛
と
地
蔵
寺
宛
の
両
方
あ
り
）
で
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
（
一
条
目
）、
地
蔵
寺
は
正
智
院
の

末
寺
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
法
流
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（
二
条
目
）。
注
目
さ
れ

る
の
は
、
末
寺
と
法
流
の
違
い
を
述
べ
た
三
条
目
で
あ
る
。
地
蔵
寺
に
よ
れ
ば
、
末
寺
と
は
、

「
寺
法
」
に
つ
い
て
本
寺
の
判
断
に
よ
り
寺
務
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、
法
流
と
は
、
三
宝
院
流

実
賢
方
を
正
智
院
か
ら
伝
授
す
る
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
末
関
係
は
「
寺
法
」（
寺

院
組
織
の
秩
序
）
の
こ
と
、
法
流
は
個
人
に
よ
る
師
資
相
承
の
こ
と
、
と
い
う
区
別
が
存
在
し

て
い
た
。
逆
に
い
え
ば
、
地
蔵
寺
と
末
寺
と
の
関
係
の
特
徴
は
、
寺
法
と
法
流
の
両
側
面
が
区

別
さ
れ
つ
つ
、
重
層
的
に
展
開
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
（
61
）。

し
た
が
っ
て
地
蔵
寺
は
、
寺
院
組
織
と
し
て
は
、
中
央
寺
院
を
本
寺
と
し
な
い
無
本
寺
と
し

て
、
末
寺
を
従
属
さ
せ
た
本
末
関
係
を
成
り
立
た
せ
、
師
資
相
承
（
お
よ
び
修
学
組
織
）
の
法

流
と
し
て
は
、
高
野
山
正
智
院
―
地
蔵
寺
―
地
蔵
寺
末
寺
と
い
う
関
係
を
結
び
な
が
ら
存
立
し

て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
て
地
蔵
寺
は
、
蓬
庵
か
ら
の
二
つ
の
判
物
を
梃
子
に
、
本
末
関

係
を
一
七
世
紀
初
頭
に
端
緒
的
に
成
立
さ
せ
、
そ
の
後
一
七
世
紀
後
半
に
か
け
て
段
階
的
に
本

末
関
係
を
完
成
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
分
析
を
も
と
に
、〈
寺
院
本
末
帳
に
載
る
無
本
寺
寺
院
〉
地
蔵
寺
に
お
け
る
本
末
関

係
の
形
成
過
程
を
仮
説
的
に
提
示
し
よ
う
。

①
地
蔵
寺
が
中
世
段
階
に
板
野
郡
全
域
を
網
羅
す
る
本
末
関
係
を
も
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不

明
だ
が
、
少
な
く
と
も
一
五
世
紀
に
は
高
野
山
と
の
法
流
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
複
数
の
子
院

と
談
議
所（
学
問
所
）を
持
つ
、
吉
野
川
デ
ル
タ
地
域
の
中
核
的
な
寺
院
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

②
一
方
、
戦
国
期
の
混
乱
、
あ
る
い
は
蜂
須
賀
入
国
後
に
お
い
て
、
戦
国
期
の
拠
点
勝
瑞
に
存

在
し
た
と
さ
れ
る
持
明
院
な
ど
の
有
力
寺
院
が
徳
島
城
下
・
寺
町
へ
移
転
し
た
。
ま
た
、
在

地
に
残
っ
た
周
辺
の
寺
院
の
中
で
も
、
引
馬
・
幕
、
四
度
加
行
、
遷
宮
な
ど
を
行
い
う
る
寺

院
が
、
あ
る
程
度
台
頭
・
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
の
諸
寺
院
は
、
当
寺
の
在
地
勢
力
等
の
庇
護

を
う
け
つ
つ
、
の
ち
に
は
「
下
末
寺
」
と
称
す
る
よ
う
な
、
極
小
の
原
・
門
首
―
門
下
関
係

を
形
成
し
て
い
た
と
推
測
れ
る
。

③
こ
れ
に
対
し
地
蔵
寺
は
、
法
流
を
根
拠
に
、
か
つ
て
地
蔵
寺
で
学
ん
だ
門
下
（「
弟
子
」
僧

＝

周
辺
有
力
寺
院
）
が
、
引
馬
・
馬
幕
、
四
度
加
行
、
遷
宮
等
を
地
蔵
寺
の
許
し
な
く
実
践

し
て
い
た
点
を
掣
肘
し
、
慶
長
・
元
和
期
に
争
論
を
通
し
て
、
か
か
る
有
力
門
下
の
自
律
化

の
動
向
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
（
大
聖
寺
一
件
・
弥
陀
寺
一
件
）。
そ
こ
で
は
同
様
の
利
害

を
持
つ
門
首
寺
院
で
あ
り
、
か
つ
真
言
宗
の
触
頭
的
立
場
に
あ
っ
た
持
明
院
を
始
め
と
す
る

「
寺
町
中
」の
協
力
・
仲
裁
を
得
な
が
ら
、
最
終
的
に
元
和
九
年（
一
六
二
三
）の
蓬
庵「
定
」

を
も
っ
て
勝
訴
し
た
。
こ
の
蓬
庵
「
定
」
に
加
え
、
直
前
の
「
衆
分
」
単
位
の
門
中
編
成
（
実

質
的
な
末
寺
）を
明
文
化
し
た
こ
と
で
、
地
蔵
寺
は
門
下
に
対
す
る
支
配
を
強
固
に
し
た〈
地

域
的
な
門
首
―
門
下
関
係
〉
を
確
立
さ
せ
た
。
こ
れ
が
、
地
蔵
寺
に
お
け
る
近
世
的
な
本
末

関
係
の
端
緒
的
成
立
で
あ
る
。

④
一
七
世
紀
中
頃
以
降
、
地
蔵
寺
は
「
衆
分
」
筆
頭
寺
院
と
の
争
論
を
重
ね
て
い
く
。
承
応
元

年
（
一
六
五
二
）
の
新
居
衆
分
の
筆
頭
・
密
厳
寺
と
の
一
件
で
は
、
衆
分
内
寺
院
の
檀
家
の

引
馬
・
幕
を
密
厳
寺
が
取
り
込
ん
だ
と
藩
に
訴
え
た
。
ま
た
延
宝
三
〜
九
年
（
一
六
七
五
〜

八
一
）
に
北
島
衆
分
の
筆
頭
・
能
満
寺
が
、
他
の
衆
分
を
「
下
末
寺
」
と
捉
え
た
こ
と
を
訴

え
た
。と
も
に
衆
分
筆
頭
寺
院
が
衆
分
内
寺
院
を
自
ら
の
末
寺
と
捉
え
る
自
立
化
の
動
向
を
、

地
蔵
寺
が
掣
肘
し
た
も
の
で
、
蓬
庵
「
定
」
を
根
拠
に
地
蔵
寺
が
勝
訴
し
た
。
衆
分
内
の
寺

院
格
差
を
解
消
し
、
地
蔵
寺
の
下
に
一
律
に
末
寺
化
す
る
動
向
が
強
ま
っ
た
。

⑤
一
方
、
こ
れ
と
前
後
し
て
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）「
諸
宗
寺
院
法
度
」
が
出
さ
れ
る
と
、

地
蔵
寺
は
高
野
山
か
ら
の
下
知
状
と
共
に
こ
れ
を
門
下
の
寺
々
に
伝
達
し
、各
末
寺
か
ら「
本

寺
地
蔵
寺
」
に
対
し
て
請
状
を
提
出
さ
せ
た
（＝

「
本
寺
」
の
初
見
）。
こ
の
請
判
を
取
る

プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
が
、
地
蔵
寺
と
の
関
係
を
本
寺
―
末
寺
関
係
へ
と
定
着
さ
せ
る
一
つ
の

契
機
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
天
和
三
年（
一
六
八
三
）に
お
き
た
三
好
郡
滝
寺
末
寺
一
件
後
、

藩
は
各
本
寺
に
対
し
、
①
出
家
相
応
の
身
持
・
法
会
の
遵
守
、
②
修
行
・
掃
除
の
励
行
、
③

門
首
門
下
の
秩
序
維
持
に
つ
い
て
、
各
「
末
寺
中
」
に
申
し
付
け
る
こ
と
を
命
じ
た
。
そ
の

際
、
地
蔵
寺
は
「
末
寺
中
」
に
一
紙
に
連
署
さ
せ
、
請
書
を
提
出
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
「
衆

分
」
単
位
は
排
さ
れ
、
門
下
を
直
接
「
末
寺
」「
末
寺
中
」
と
し
て
一
元
的
に
位
置
づ
け
ら

れ
た
。
一
七
世
紀
後
半
に
、
仁
和
寺
や
大
覚
寺
と
の
本
末
関
係
を
結
ぶ
寺
院
が
増
え
る
中
、

地
蔵
寺
は
無
本
寺
の
ま
ま
、
四
五
ヶ
寺
を
末
寺
と
し
て
抱
え
る
〈
地
域
的
な
本
末
関
係
〉
を

近世前期阿波国真言宗寺院における本末関係の形成 ――五番札所・無尽山荘厳院地蔵寺を中心に――
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完
成
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
地
蔵
寺
の
本
末
関
係
は
、
二
つ
の
段
階
を
経
て
完
成
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ⅰ
慶

長
・
元
和
期
の
争
論
に
対
し
て
蓬
庵
「
定
」
を
獲
得
し
、〈
地
域
的
な
門
首
―
門
下
関
係
〉
と

し
て
実
質
的
な
本
末
関
係
を
、
衆
分
単
位
に
、
端
緒
的
に
確
立
し
た
段
階
と
、
ⅱ
衆
分
寺
院
と

同
時
並
行
で
、
寛
文
五
年
諸
宗
寺
院
法
度
と
そ
の
遵
守
強
化
を
図
る
天
和
期
の
藩
の
動
向
を
ふ

ま
え
、
一
律
に
、
名
実
と
も
に〈
地
域
的
な
本
寺
―
末
寺
関
係
〉を
完
成
さ
せ
た
段
階
で
あ
る
。

争
論
や
蓬
庵
「
定
」
に
依
拠
し
な
が
ら
、
門
下
寺
院
の
自
律
化
動
向
を
排
す
る
こ
と
で
本
末

関
係
を
形
成
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
う
点
で
は
、一
七
世
紀
を
通
じ
て
一
貫
し
た
動
向
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
二
つ
の
段
階
の
違
い
で
あ
る
。
ⅰ
で
は
、
法
流
を
基
礎

と
し
た
門
首
―
門
下
と
い
う
僧
侶
個
人
間
の
関
係
が
同
時
に
寺
院
間
の
関
係
と
し
て
、
法
流
と

寺
院
と
が
則
自
的
に
一
体
の
も
の
と
し
て
存
在
し
、
こ
れ
が
地
蔵
寺
の
「
門
中
」
を
構
成
す
る

重
要
な
原
理
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ⅱ
の
本
末
関
係
の
完
成
段
階
に
な
る
と
、
法
流

と
寺
院
組
織
（「
寺
法
」
・
本
末
関
係
）
と
は
、
関
連
を
持
ち
つ
つ
も
原
理
的
に
は
意
識
的
に

区
別
さ
れ
て
い
く
傾
向
に
あ
っ
た
。
法
流
と
し
て
は
、
高
野
山
正
智
院
と
の
関
係
を
重
視
し
、

一
方
で
本
末
関
係
と
し
て
は
、
無
本
寺
の
地
蔵
寺
が
自
ら
を
頂
点
と
す
る
〈
地
域
的
な
本
末
関

係
〉
を
維
持
す
る
と
い
う
、
複
層
的
な
関
係
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。

残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。
第
一
は
、
地
蔵
寺
を
中
心
と
し
た
〈
地
域
的
な
本
末
関
係
〉
の
そ

の
後
の
展
開
で
あ
る
。
地
蔵
寺
文
書
を
み
る
限
り
、
地
蔵
寺
と
末
寺
と
の
直
接
的
な
争
論
は
沈

静
化
す
る
一
方
で
、
地
蔵
寺
と
末
寺
の
檀
家
組
織
と
の
間
で
、
住
持
任
命
を
め
ぐ
る
争
論
が
一

七
世
紀
後
半
か
ら
頻
発
化
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
世
紀
に
は
末
寺
の
後
住
決
定
に
つ
い
て
、

地
蔵
寺
は
そ
の
情
報
を
掌
握
し
藩
に
報
告
す
る
な
ど
、
形
式
的
に
は
本
寺
と
し
て
の
認
定
を
果

た
し
続
け
る
が
、
実
際
に
は
、
末
寺
住
職
の
意
向
が
あ
る
程
度
確
保
さ
れ
る
形
に
変
容
し
て
い

る（
62
）。
こ
う
し
た
変
化
が
、
い
か
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
も
含
め
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
二
は
、
地
蔵
寺
以
外
の
〈
寺
院
本
末
帳
に
載
る
無
本
寺
寺
院
〉
の
事
例
検
討
で
あ
る
。
地

蔵
寺
の
場
合
は
、
元
和
期
に
蓬
庵
「
定
」
や
法
流
判
物
を
獲
得
で
き
た
と
い
う
特
徴
を
有
し
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
判
物
類
を
有
さ
ず
に
形
成
さ
れ
た
無
本
寺
寺
院
の
事
例
を
発

掘
す
る
こ
と
で
、
無
本
寺
に
共
通
す
る
動
向
と
、
地
蔵
寺
の
本
末
関
係
の
特
徴
を
さ
ら
に
あ
ぶ

り
出
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
中
央
寺
院
と
本
末
関
係
を
持
と
う
と
す
る
寺
院
と
の
比

較
の
上
で
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

第
三
は
「
寺
町
中
」
の
実
態
で
あ
る
。
慶
長
・
元
和
期
の
よ
う
に
「
寺
町
中
」
が
仲
裁
す
る

あ
り
方
は
、
そ
の
後
必
ず
し
も
普
遍
的
と
は
い
え
な
い
。
第
三
章
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
一
七
世

紀
後
半
の
寺
院
間
争
論
で
は
、
慶
長
・
元
和
期
の
よ
う
に
、
寺
院
集
団
法
に
藩
が
委
ね
る
形
態

で
は
な
く
、
裁
許
奉
行
の
判
断
が
基
本
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
の
地

方
支
配
機
構
の
整
備
に
伴
っ
て
設
置
さ
れ
た
（
国
奉
行
の
系
譜
を
引
く
）
裁
許
奉
行
（
63
）
が
、

寺
院
間
争
論
の
裁
許
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
結
果
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
表
面
上
は
、「
寺
町

中
」
に
よ
る
判
断
は
顕
在
化
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
水
面
下
で
「
寺
町
中
」

の
寺
院
が
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
慎
重
な
検
討
必
要
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
も
、
藩
と
「
寺
町
中
」
と
の
関
係
、
と
り
わ
け
持
明
院
が
真
言
宗
寺
院
に
お
い
て
果
た

し
た
国
触
頭
的
な
役
割
の
実
態
解
明
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
現
存
し
な
い
寺
院
の
実
態
解
明
は
困

難
が
予
想
さ
れ
る
が
、
周
辺
寺
院
に
残
さ
れ
た
複
数
の
文
書
群
か
ら
、
こ
れ
を
復
元
し
て
い
く

こ
と
が
課
題
で
あ
る
。

註

（
1
）
大
石
雅
章
「
阿
波
真
言
宗
寺
院
の
本
末
組
織
形
成
の
特
質
」（
高
橋
啓
先
生
退
官
記
念

論
集
編
集
委
員
会
編
『
高
橋
啓
先
生
退
官
記
念
論
集
地
域
社
会
史
へ
の
試
み
』
原
田
出
版

印
刷
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
2
）
大
石
氏
は
、
中
央
寺
院
と
の
本
末
関
係
が
形
成
さ
れ
る
背
景
に
は
、
当
該
期
に
大
覚
寺

や
仁
和
寺
な
ど
の
中
央
寺
院
側
が
寺
院
再
興
の
た
め
の
末
寺
形
成
運
動
を
展
開
し
て
い
た

こ
と
、
一
方
、
両
寺
が
法
印
・
権
大
僧
都
の
補
任
権
限
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
地
方
寺
院
側

も
中
央
寺
院
か
ら
の
官
位
免
許
に
求
め
て
い
く
動
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

あ
わ
せ
て
、本
末
関
係
が
な
く
て
も
官
位
契
約
を
結
ぶ
無
本
寺
の
事
例
も
紹
介
し
て
い
る
。

な
お
、
氏
の
研
究
に
示
唆
を
う
け
、
拙
稿
「
近
世
願
勝
寺
の
本
末
関
係
に
つ
い
て
」（『
阿

波
学
会
紀
要
』
五
五
、
二
〇
〇
九
年
）
で
は
、
一
七
世
紀
後
半
に
仁
和
寺
末
と
な
っ
た
美

馬
郡
郡
里
村
の
願
勝
寺
と
そ
の
地
域
に
お
け
る
本
末
関
係
の
特
徴
を
論
じ
た
。
こ
れ
と
は

別
に
、
阿
波
の
本
末
関
係
を
論
じ
た
成
果
と
し
て
、
松
永
友
和
「
四
国
遍
路
札
所
寺
院
の

本
末
争
論
関
係
資
料
に
つ
い
て
―
雲
辺
寺
所
蔵
文
書
の
紹
介
と
翻
刻
―
」（『
徳
島
県
立
博

物
館
研
究
報
告
』
二
六
、
二
〇
一
六
年
三
月
）
が
あ
る
。

（
3
）
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）「
阿
波
国
古
義
真
言
宗
本
末
帳
」
で
末
寺
を
持
つ
無
本
寺
寺

院
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
寺
院
本
末
帳
研
究
会
編
『
江
戸
幕
府
寺
院
本
末
帳
集
成

上
』

雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
）。
海
部
郡
宍
喰
浦
大
日
寺
（
末
寺
五
）、
同
郡
牟
岐
浦
満
徳

寺（
末
寺
五
）、
麻
植
郡
川
島
町
長
楽
寺（
末
寺
二
）、
名
東
郡
上
佐
那
河
内
村
長
願
寺（
末

寺
二
）、
阿
波
郡
伊
沢
村
明
王
院
（
末
寺
一
一
）、
美
馬
郡
岩
倉
村
真
楽
寺
（
末
寺
一
）、

板
野
郡
大
寺
村
宝
厳
寺
（
末
寺
一
）、
同
郡
大
谷
村
東
林
院
（
末
寺
一
〇
）、
那
賀
郡
椿
泊

福
蔵
寺
（
末
寺
一
）、
同
郡
富
岡
荘
正
福
寺
（
末
寺
二
三
）、
同
郡
立
善
寺
村
隆
禅
寺
（
寺

家
一
・
末
寺
一
二
）、
同
郡
太
龍
寺
（
寺
家
七
・
末
寺
八
・
支
配
三
）、
同
郡
赤
池
村
西
光

町 田 哲
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寺
（
末
寺
九
）、
勝
浦
郡
鶴
林
寺
（
寺
家
七
・
末
寺
一
四
）、
同
郡
小
松
島
浦
地
蔵
寺
（
寺

家
六
・
門
下
四
・
末
寺
五
）、
同
郡
八
田
村
神
応
寺
（
末
寺
一
二
）、
名
東
郡
府
中
村
大
坊

（
末
寺
六
）、
同
郡
芝
原
村
蔵
珠
院
（
末
寺
二
）。
こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
荘
厳
院
地
蔵
寺

は
、
脇
坊
一
・
末
寺
四
五
を
抱
え
、
阿
波
国
内
で
最
大
の
〈
地
域
的
な
本
末
関
係
〉
を
展

開
し
て
い
た
。

（
4
）
朴
澤
直
秀
「
在
地
社
会
の
僧
侶
集
団
」（
吉
田
伸
之
編
『
身
分
的
周
縁
と
近
世
社
会
6

寺
社
を
さ
さ
え
る
人
び
と
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
、
の
ち
「
仏
教
教
団
の
組
織
と

構
造
―
地
域
社
会
と
僧
侶
集
団
―
」
と
改
題
の
う
え
朴
澤
『
近
世
仏
教
の
制
度
と
情
報
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
所
収
）、
朴
澤
直
秀
「
近
世
の
仏
教
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴

史
11
近
世
2
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）。
ま
た
、
上
野
大
輔
「
近
世
仏
教
教
団
の
領

域
的
編
成
と
対
幕
藩
交
渉
」『
日
本
史
研
究
』
六
四
二
、
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
5
）
高
埜
利
彦
『
近
世
日
本
の
国
家
権
力
と
宗
教
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
）。

（
6
）
な
お
、
朴
澤
氏
は
「
本
末
帳
に
載
ら
な
い
『
無
本
寺
』
寺
院
―
摂
津
国
八
部
郡
・
再
度

山
大
龍
山
―
」（
塚
田
孝
・
吉
田
伸
之
編
『
身
分
的
周
縁
と
地
域
社
会
』
山
川
出
版
社
、

2
0
1
3
年
、
の
ち
前
掲
朴
澤
『
近
世
仏
教
の
制
度
と
情
報
』）
の
中
で
、
無
本
寺
に
は

〈
寺
院
本
末
帳
に
載
る
無
本
寺
寺
院
〉
と
〈
同
帳
に
載
ら
な
い
無
本
寺
寺
院
〉
と
が
存
在

す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
後
者
の
例
と
し
て
摂
津
国
八
部
郡
再
度
山
大
龍
寺
に
つ
い
て
分
析

を
加
え
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
の
具
体
的
検
討
は
な
い
が
、
①
由
緒
に
基
づ
く
特
権
的

な
寺
格
と
し
て
、
本
寺
を
持
た
な
い
「
無
本
寺
」
と
し
て
格
づ
け
ら
れ
、
②
本
寺
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
寺
院
本
末
帳
に
登
載
さ
れ
、
③
触
頭
等
に
そ
の
存
在
が
把
握

さ
れ
、
④
当
該
の
住
持
僧
侶
は
一
定
の
修
学
に
基
づ
い
た
寺
相
応
の
資
格
を
確
保
す
る
必

要
が
あ
っ
た
点
を
想
定
し
て
い
る
。
地
蔵
寺
は
、
ま
さ
に
〈
寺
院
本
末
帳
に
載
る
無
本
寺

寺
院
〉で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
事
例
分
析
と
い
う
意
味
合
い
を
本
稿
に
は
込
め
て
い
る
。

（
7
）
一
九
三
八
年
（
昭
和
一
三
）
五
月
に
「
大
日
本
史
料
編
纂
参
考
」
の
た
め
、
東
京
大
学

史
料
編
纂
所
が
地
蔵
寺
文
書
中
の
二
八
点
を
借
用
し
影
写
本
を
作
成
し
て
い
る
（
地
蔵
寺

文
書K

4−5−6

、
以
下[K

4−5−6]

の
よ
う
に
略
記
す
る
）。

（
8
）『「
四
国
八
十
八
箇
所
霊
場
と
遍
路
道
」
調
査
報
告
書
12
無
尽
山
荘
厳
院
地
蔵
寺
』（
徳

島
県
・
徳
島
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
九
年
）。
以
下
、『
報
告
書
』
と
略
す
。

（
9
）
筆
者
は
既
に
、
吉
田
伸
之
氏
や
塚
田
孝
氏
に
よ
る
寺
院
社
会
論
の
方
法
（
吉
田
「
都
市

民
衆
世
界
の
歴
史
的
位
相
―
江
戸
・
浅
草
寺
地
域
を
例
と
し
て
」
初
出
一
九
九
七
年
、
同

『
巨
大
城
下
町
江
戸
の
分
節
構
造
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
、
塚
田
「
近
世
・

寺
院
社
会
の
地
域
史
」『
歴
史
評
論
』
六
一
八
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）
に
学
び
な
が
ら
、

地
蔵
寺
を
取
り
巻
く
社
会
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
拙
稿
「
地
蔵
寺
の
古
文
書
」
前

掲
『
報
告
書
』
第
七
章
第
一
節
、
お
よ
び
拙
稿
「
近
世
の
札
所
と
四
国
遍
路
―
五
番
札
所

地
蔵
寺
―
」
塚
田
孝
編
『
新
大
系
日
本
史
8

社
会
集
団
史
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
二
二

年
）。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
社
会
関
係
の
一
つ
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
近
世
的
な
本

末
関
係
の
形
成
過
程
に
焦
点
化
し
て
分
析
を
進
め
る
。

（
10
）
長
谷
川
賢
二
「
古
代
・
中
世
」（
前
掲
『
調
査
書
』
第
三
章
第
一
節
一
項
）。

（
帳
写
）

（
11
）
天
正
一
七
年
一
〇
月
二
六
日
「
検
地
張
移
」[E

25−126−3]

。

（
12
）
慶
長
一
五
年
三
月
二
五
日
「（
至
鎮
寺
領
判
物
）」[K

4−4−1]

。
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）

に
徳
島
藩
士
中
山
茂
純
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
「
阿
淡
年
表
秘
録
」（『
徳
島
県
史
料
第
一

巻
阿
淡
年
表
秘
録
』）
に
よ
れ
ば
、
初
代
藩
主
至
鎮
が
御
鷹
野
の
た
め
板
野
郡
に
出
か
け

た
際
、
地
蔵
寺
へ
「
御
腰
掛
」
し
、
什
物
で
あ
る
螺
貝
と
錫

持
ち
帰
り
、
以
後
馬
印
に

錫

を
付
け
た
と
い
う
逸
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
寺
領
と
は
別
に
、
慶
長

七
年
（
一
六
〇
二
）
に
蓬
庵
（
蜂
須
賀
家
政
）
よ
り
近
隣
の
坂
西
郡
中
窪
・
下
庄
村
の
一

部
高
一
〇
石
が
地
蔵
寺
に
寄
進
さ
れ
て
い
る（
慶
長
七
年
三
月
一
二
日「（
家
政
黒
印
状
）」

[K
4−5−8]

）。

（
13
）『
四
国
遍
路
記
集
』（〈
伊
予
史
談
会
双
書
第
三
集
〉
伊
予
史
談
会
、
一
九
八
一
年
）、
お

よ
び
小
松
勝
記
『
四
國
邊
路
日
記

四
國
順
拝
大
繪
圖
』（
岩
本
寺
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
14
）
前
掲
「
阿
淡
年
表
秘
録
」（『
徳
島
県
史
料
第
一
巻
』
慶
長
七
年
の
項
）
に
は
、「
当
寺

ハ
四
国
無
双
之
伽
藍
ニ
而
有
シ
ガ
、
度
々
兵
火
に
炎
上
、
宝
塔
・
山
門
・
十
二
坊
共
礎
斗

残
ト
言
」
と
あ
る
。

（
15
）
前
掲
『
四
国
遍
路
記
集
』。

（
16
）
た
だ
し
、
地
蔵
寺
か
ら
南
へ
の
約
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
吉
野
川
左
岸
に
位
置
す
る
名
西

郡
佐
藤
須
加
村
（
現
板
野
郡
上
板
町
佐
藤
塚
）
に
の
み
檀
家
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

も
と
も
と
佐
藤
須
加
村
宝
福
寺
の
檀
家
で
あ
っ
た
が
、
一
六
三
〇
年
代
の
吉
野
川
の
洪
水

に
よ
り
、
宝
福
寺
を
始
め
檀
家
の
家
々
が
川
成
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
宝
福
寺
の
僧
侶
は

第
十
村
平
蔵
寺
に
移
り
檀
家
も
い
っ
た
ん
は
平
蔵
寺
預
か
り
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
檀
家

二
〇
軒
余
は
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
に
新
田
開
発
さ
れ
た
矢
倉
野
村
に
移
住
し
、
新

寺
と
し
て
真
楽
寺
を
建
て
、（
地
蔵
寺
に
断
り
な
く
）
そ
の
檀
家
と
な
っ
た
た
め
、
寛
文

元
年
（
一
六
六
一
）
か
ら
同
二
年
に
か
け
て
地
蔵
寺
と
争
論
に
な
っ
た
（
寛
文
元
年
一
一

（
マ
マ
）

月
晦
日
「
申
上
事
」[K

4−6−104]

、
同
二
年
五
月
二
一
日
「（
矢
倉
野
村
百
姓
返
答
書
）」

[E
25−176]

）。
争
論
後
、
宝
福
寺
は
禅
宗
に
改
宗
し
、
城
下
助
任
町
の
興
源
寺
の
末
寺

に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
年
不
詳
「（
末
寺
来
歴
書
上
）」[K

4−16−33]

）。
事
実
、

天
和
三
年
〈
一
六
八
三
〉
段
階
の
地
蔵
寺
末
寺
に
は
見
え
ず
、
寛
政
三
年
「
古
義
真
言
宗

本
末
帳
」
で
は
廃
絶
し
た
地
蔵
寺
末
寺
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
争
論
で
は
お
そ
ら
く
地

近世前期阿波国真言宗寺院における本末関係の形成 ――五番札所・無尽山荘厳院地蔵寺を中心に――
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蔵
寺
が
敗
訴
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
矢
倉
野
村
に
移
住
せ
ず
に
佐
藤
須
加
村
に
残
っ

た
檀
家
が
、
地
蔵
寺
の
檀
家
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
17
）
高
野
山
は
地
蔵
寺
の
本
寺
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
触
を
伝
達
し
て
い
る
。
た
だ
し
高

野
山
か
ら
直
接
触
れ
ら
れ
た
の
か
、
城
下
寺
町
の
持
明
院
を
介
し
て
触
れ
ら
れ
た
の
か
と

い
っ
た
ル
ー
ト
は
不
明
で
あ
る
。

（
18
）
駅
路
寺
制
は
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
六
月
、
蜂
須
賀
家
政
が
阿
波
国
内
の
真
言
寺

院
八
ヶ
寺
に
寺
領
一
〇
石
を
与
え
、
往
還
す
る
旅
人
に
便
宜
を
図
る
よ
う
に
命
じ
た
制
度

で
、
こ
の
八
ヶ
寺
を
駅
路
寺
と
よ
ぶ
（
衣
川
仁
「
徳
島
藩
駅
路
寺
制
に
関
す
る
一
考
察
」

『
徳
島
大
学
総
合
科
学
部
人
間
社
会
文
化
研
究
』
一
六
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
19
）
な
お
、
年
不
詳
「
覚
」[E

25−50−9]

に
は
、「
一
、
四
方
卒
塔
婆
四
拾
九
院
書
申
事
、

門
下
へ
不
免
事
」
と
い
う
箇
条
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
卒
塔
婆
・
四
十
九
院
（
墓
周
囲
の

玉
垣
）
を
書
く
こ
と
は
、
門
下
に
は
許
可
し
な
い
、
と
い
う
も
の
で
、
こ
こ
で
も
門
首
の

特
権
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）
名
西
郡
の
大
半
は
吉
野
川
の
南
岸
に
位
置
す
る
が
、
佐
藤
須
賀
・
六
条
・
高
瀬
・
瀬
部

村
と
同
様
、
高
磯
村
も
名
西
郡
で
あ
り
な
が
ら
吉
野
川
北
岸
に
位
置
す
る
村
々
の
一
つ
で

あ
る
。

（
21
）
註
（
16
）
参
照
。

（
22
）『
邦
訳
日
葡
辞
書
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
）
二
四
一
頁
。

（
23
）
慶
長
一
五
年
（
一
六
一
〇
）
八
月
作
成
の
「
無
尽
山
荘
厳
院
地
蔵
寺
相
承
代
数
」
に
よ

れ
ば
、
天
文
一
八
年
（
一
五
四
九
）
八
月
一
四
日
に
死
去
し
て
い
る[K

4−1−2−8]

。

（
24
）
一
八
世
紀
前
半
（
宝
永
三
年
か
ら
正
徳
三
年
）
に
、
高
野
山
衆
議
中
か
ら
持
明
院
に
対

し
、「
真
言
之
法
式
」
に
つ
い
て
徳
島
藩
領
で
あ
る
阿
波
・
淡
路
両
国
に
触
れ
、
各
寺
院

か
ら
請
印
を
と
っ
て
「
本
山
」（
高
野
山
）
に
提
出
す
る
よ
う
に
指
示
が
あ
っ
た
。
こ
れ

を
う
け
持
明
院
は
、
町
奉
行
を
介
し
て
各
郡
奉
行
に
あ
て
て
「
郷
中
真
言
寺
々
」
に
廻
達

す
る
こ
と
を
願
い
出
て
い
る
。
大
北
郡
奉
行
栗
田
仁
右
衛
門
は
、
実
際
に
真
言
寺
院
に
対

し
、
請
印
を
記
す
こ
と
、
末
寺
は
本
寺
に
呼
び
寄
せ
て
印
形
さ
せ
る
こ
と
を
、
城
下
に
近

い
吉
成
村
瑞
川
院
か
ら
廻
達
し
て
い
る
。
廻
状
の
宛
先
は
、
末
寺
を
持
つ
「
本
寺
中
」
と

末
寺
を
持
た
な
い
「
一
寺
」
と
な
っ
て
い
た
（
年
不
詳
一
二
月
二
一
日
「
覚
」[K

4−6−48
−12]

）。

（
25
）『
阿
波
志
巻
之
二
城
府
』（
徳
島
市
立
徳
島
城
博
物
館
所
蔵
）。
寺
領
に
つ
い
て
は
寛

永
一
八
年
（
一
六
四
一
）「
忠
英
様
御
代
両
国
内
寺
領
社
領
在
郷
侍
鷹
師
大
工
御
支
配
帳
」

（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
『
蜂
須
賀
家
文
書
』27

A
1−497

）、
本
末
関
係
に
つ
い
て

は
註
（
3
）
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）「
阿
波
国
古
義
真
言
宗
本
末
帳
」、「
廻
り
手
形
」

に
つ
い
て
は
武
田
和
昭
「
明
暦
四
年
の
四
国
辺
路
廻
り
手
形
」（
武
田
『
四
国
辺
路
の
形

成
過
程
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
二
年
所
収
）
を
参
照
。

（
26
）「
一
、
姥
御
前
村

久
国
寺

右
は
森
貞
右
衛
門
殿
�
堂
寺
共
ニ
建
立
被
成
、
只
今
道

心
御
付
置
香
花
取
り
居
申
候
、
代
々
井
之
内
村
弥
陀
寺
諸
事
支
配
、
堂
建
立
之
節
棟
札
相

調
申
趣
ニ
御
座
候
、
右
弥
陀
寺
ハ
地
蔵
寺
末
寺
に
て
御
座
候
」（
一
八
世
紀
前
半
カ[K

4−
16−64]

、[K
4−6−72]

も
関
連
あ
り
）。

（
27
）
森
・
桜
木
の
立
場
は
不
明
で
あ
る
が
、
調
停
手
続
の
有
り
様
か
ら
考
え
て
、
森
左
太
右

衛
門
家
臣
で
あ
ろ
う
か
。

（
28
）
直
後
の
元
和
六
年
二
月
二
六
日
に
初
代
藩
主
至
鎮
が
死
去
し
、
一
切
の
訴
訟
が
い
っ
た

ん
休
止
し
た
こ
と
が
影
響
し
た
可
能
性
も
残
る
。

（
29
）
太
田
彦
兵
衛
の
職
名
は
不
明
で
あ
る
。『
蜂
須
賀
家
家
臣
団
家
譜
史
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』

（
徳
島
大
学
附
属
図
書
館https://w

w
w
.lib.tokushim

a-u.ac.jp/dbhachi/hachi.
htm
l

、
二
〇
二
一
年
八
月
三
一
日
閲
覧
）「
太
田
源
右
衛
門
」
項
に
よ
れ
ば
、
蜂
須
賀
正

勝
に
取
り
立
て
ら
れ
、
関
ヶ
原
の
戦
い
直
前
に
蓬
庵
か
ら
至
鎮
へ
の
使
者
と
し
て
下
野
に

下
り
、
そ
の
際
、
家
康
よ
り
羽
織
を
拝
領
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
武
市
弥
兵
衛
信
勝
の

子
で
既
に
蓬
庵
の
下
で
奉
公
し
て
い
た
忠
助
を
養
子
と
し
た
。
忠
助
は
、
三
宅
正
浩
「
近

世
初
期
大
名
家
隠
居
政
治
考
―
蜂
須
賀
蓬
庵
の
場
合
―
」（『
歴
史
評
論
』
七
〇
五
、
二
〇

〇
九
年
一
月
、
の
ち
三
宅『
近
世
大
名
家
の
政
治
秩
序
』校
倉
書
房
、
二
〇
一
四
年
所
収
、

七
七
頁
）
に
よ
れ
ば
、
蓬
庵
の
隠
居
付
家
臣
で
あ
っ
た
。
な
お
忠
助
は
、
の
ち
に
実
家
の

武
市
常
三
の
名
跡
相
続
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
30
）
根
津
寿
夫
氏
が
紹
介
す
る
「
五
ヶ
寺
勤
方
其
外
之
儀
持
明
院
へ
相
尋
事
」（
徳
島
県
立

図
書
館
所
蔵
「
藩
署
記
聞

乾
」、
平
井
松
午
・
根
津
寿
夫
編
『
絵
図
図
録
第
二
集

徳

島
城
下
と
そ
の
周
辺
』
徳
島
市
立
徳
島
城
博
物
館
、
二
〇
〇
一
年
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
寺

町
の
真
言
宗
寺
院
で
あ
る
持
明
院
・
春
日
寺
・
安
住
寺
・
願
成
寺
・
源
久
寺
は
、
①
徳
島

城
内
で
正
月
に
三
日
間
の
護
摩
修
行
を
行
い
、
②
正
・
五
・
九
月
に
は
城
内
の
護
摩
堂
で

仁
王
経
修
行
と
大
般
若
経
読
誦
を
実
施
し
た
（
大
般
若
は
他
の
一
五
ヶ
寺
と
合
同
）。
③

あ
わ
せ
て
持
明
院
だ
け
は
正
・
五
・
九
月
に
護
摩
堂
で
の
護
摩
修
行
を
一
人
で
実
施
し
て

い
る
。
①
で
は
布
施
米
と
し
て
持
明
院
に
三
石
、
四
ヶ
寺
に
五
斗
が
、
②
で
は
持
明
院
に

米
四
石
五
斗
、
春
日
寺
に
三
石
、
残
り
三
ヶ
寺
に
一
石
五
斗
が
そ
れ
ぞ
れ
与
え
ら
れ
て
い

る
。
根
津
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
寺
町
中
と
り
わ
け
持
明
院
は
、
城
内
に
お
け
る
呪
術

関
係
の
中
心
的
な
存
在
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
31
）
も
ち
ろ
ん
、「
寺
町
中
」
の
決
定
に
藩
が
ま
っ
た
く
関
与
し
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
藩

側
の
加
島
勘
右
衛
門
下
代
・
太
田
彦
兵
衛
下
代
も
立
ち
会
っ
て
い
る[E

25−151−38]

。

町 田 哲
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（
32
）
前
掲
三
宅
正
浩
「
近
世
初
期
大
名
家
隠
居
政
治
考
―
蜂
須
賀
蓬
庵
の
場
合
」。

（
33
）
筆
致
か
ら
考
え
て
、
花
押
も
含
め
、
一
七
世
紀
中
の
写
と
考
え
ら
れ
る
。

ゆ
う
し
ょ
う

（
34
）
地
蔵
寺
の
花
押
は
、
寛
文
一
三
年
（
一
六
七
三
）
に
没
し
た
宥
昇
の
も
の
で
あ
る
。
宛

名
の
三
名
は
い
ず
れ
も
禄
高
一
〇
〇
〇
石
で
中
老
格
で
、
こ
の
う
ち
、
林
大
学
は
二
代
が

寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
相
続
・
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
没
、
三
代
は
同
年
相
続
・
享

保
元
年
（
一
七
一
六
）
没
で
あ
る
。
蜂
須
賀
一
学
は
三
代
が
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
相

続
・
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
没
、
四
代
が
同
年
相
続
・
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
没
で

あ
る
。
一
方
、
野
々
村
左
門
の
生
没
年
は
不
明
な
が
ら
、
家
政
入
国
以
前
か
ら
の
家
臣
で

あ
る
た
め
、
一
七
世
紀
前
半
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
な
る
と
正
保
三
年
以
後
・
慶
安
二
年

以
前
の
子
年
に
あ
た
る
慶
安
元
年
が
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
三
人
は
国
奉
行
に
相
当

す
る
。
何
ら
か
の
本
末
関
係
の
争
論
に
関
わ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

（
35
）
註
（
3
）
参
照
。

（
36
）
現
在
も
大
法
会
を
結
衆
単
位
で
行
っ
て
い
る
。
衆
分
が
こ
れ
に
直
結
す
る
か
ど
う
か
、

今
後
丁
寧
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
現
在
の
結
衆
の
歴
史
的
源
流
に
位
置
づ
く
可
能

性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
37
）『
密
教
大
辞
典
』（
法
蔵
館
、
一
九
三
一
年
）
に
よ
れ
ば
、
衆
分
と
は
、
高
野
山
学
侶
の

ほ
う
ろ
う

一
法
﨟
階
級
を
さ
し
、剃
髪
・
染
衣
し
て
一
七
〜
二
一
歳
で
学
問
の
た
め
高
野
山
に
登
り
、

由
緒
の
寺
に
寓
居
し
て
、
学
侶
と
と
も
に
学
業
に
励
み
、
論
議
を
勤
め
る
僧
を
さ
す
と
い

う
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
地
域
に
お
け
る
「
衆
分
」
と
は
、
法
流
を
継
承
す
る
僧
侶
を

輩
出
す
る
上
で
、
重
要
な
地
域
単
位
で
も
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
地
蔵
寺
お
よ
び
地
蔵

寺
末
の
僧
侶
の
修
行
過
程
を
知
る
史
料
は
少
な
く
、
後
年
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
高
野
山

の
「
釈
迦
門
院
先
師
行
状
録
」
に
は
、
三
一
六
葉
の
寺
務
検
校
を
務
め
た
龍
剛
の
行
状
記

が
参
考
に
な
る（『
続
真
言
宗
全
書
第
三
五
』〈
諸
院
家
析
負
輯
〉続
真
言
宗
全
書
刊
行
会
、

一
九
七
三
年
、
五
一
三
〜
五
一
四
頁
、
既
に
庄
野
光
昭
『
阿
波
の
僧
侶
と
高
野
山
』（
朱

鷺
書
房
、
二
〇
〇
四
年
の
紹
介
あ
り
）。
彼
は
阿
波
徳
島
城
下
の
蜂
須
賀
家
家
臣
坂
東
家

に
生
ま
れ
、
一
一
歳
で
故
郷
を
去
り
、
地
蔵
寺
末
潮
明
寺
（
板
野
郡
土
佐
泊
浦
）
龍
眞
上

人
の
手
に
よ
り
剃
髪
し
入
寺
し
た
。
一
四
歳
の
時
に
四
度
加
行
を
勤
修
し
、
さ
ら
に
地
蔵

寺
普
雄
上
人
の
も
と
で
伝
法
灌
頂
を
受
得
し
た
の
ち
、
若
く
し
て
高
野
山
に
入
嶺
し
て
い

る
。
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
に
高
野
山
理
性
院
住
職
と
な
り
、
寛
保
年
間
に
は
本
山
惣

代
と
し
て
上
京
し
禁
裏
（
一
条
家
）
や
御
室
仁
和
寺
等
に
年
頭
礼
に
廻
っ
て
い
る
。
延
享

四
年
（
一
七
四
七
）
に
釈
迦
門
院
に
移
り
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に
は
江
戸
の
碩
学
職

に
昇
進
、
同
年
一
一
年
に
は
前
年
に
死
去
し
た
九
代
将
軍
家
重
の
た
め
増
上
寺
で
納
経
を

勤
修
し
て
い
る
。
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
に
は
凌
空
上
綱
の
遺
願
に
よ
り
宝
門
主
職
を

継
ぎ
、
さ
ら
に
京
都
山
科
安
祥
寺
門
跡
を
兼
帯
し
、
そ
の
先
例
と
な
っ
た
。
七
十
七
歳
と

な
っ
た
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
に
高
野
山
に
戻
り
「
検
校
執
行
法
印
大
和
尚
位
」
に
つ

い
た
。
三
年
後
に
検
校
職
を
退
き
、
釈
迦
門
院
に
再
帰
し
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
一

一
月
に
死
去
し
て
い
る
。
阿
波
国
出
身
で
高
野
山
検
校
職
に
ま
で
上
り
詰
め
た
高
僧
の
事

例
で
あ
る
が
、
地
蔵
寺
の
末
寺
で
は
剃
髪
・
四
度
加
行
は
可
能
で
あ
る
が
、
伝
法
灌
頂
は

そ
の
本
寺
で
あ
る
地
蔵
寺
だ
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
地
蔵
寺
と
高
野
山

は
本
末
関
係
に
は
な
か
っ
た
が
、
僧
侶
の
関
係
は
濃
密
に
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
当
該
期
の
地
蔵
寺
末
に
は
「
衆
分
」
こ
そ
史
料
的
に
は
確
認
で
き
な
い
が
、
高
野

山
衆
分
を
輩
出
す
る
基
盤
と
し
て
の
形
態
は
、
そ
の
後
も
継
続
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
詳
し
く
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
38
）
こ
う
し
た
地
域
ご
と
の
「
衆
分
」
と
い
う
単
位
は
、
中
世
末
に
遡
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
39
）『
阿
波
国
徴
古
雑
抄
』（
日
本
歴
史
地
理
学
会
、
一
九
一
三
年
）
六
九
二
〜
七
一
五
頁
。

（
40
）
徳
島
藩
で
は
、
寛
永
一
七
年
（
一
七
四
〇
）
に
国
奉
行
の
下
に
郡
奉
行
が
設
置
さ
れ
て

い
た
（
高
橋
啓
『
近
世
藩
領
社
会
の
展
開
』
渓
水
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
九
頁
）。

（
41
）
こ
の
一
件
を
裁
定
す
る
密
厳
寺
と
証
人
北
新
居
村
政
所
・
南
新
居
村
政
所
ら
五
名
は
、

寺
町
の
持
明
院
・
春
日
寺
・
願
成
寺
を
介
し
て
地
蔵
寺
に
詫
び
を
提
出
し
て
い
る[K

4−
1−13]

。
争
論
裁
定
が
郡
奉
行
管
轄
下
と
な
っ
た
一
七
世
紀
半
ば
の
こ
の
段
階
で
も
、「
寺

町
中
」
が
寺
院
間
争
論
に
お
け
る
仲
裁
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
42
）
地
蔵
寺
側
の
訴
願
書
に
相
当
す
る
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
一
一
月
二
四
日
「
仕
上
書

物
之
事
」[K

4−6−96]

に
は
、「
先
年
名
西
郡
之
内
井
ノ
内
村
弥
陀
寺
加
様
之
出
入
申
、
元

和
九
年
之
暮
ニ

蓬
庵
公
様
之
御
耳
ニ
立
、
地
蔵
寺
門
下
分
不
残
御
殿
中
ニ
被
召
寄
、
於

連
座
被
遊
御
吟
味
候
而
、
弥
々
先
規
之
通
ニ
被
仰
付
、
御
法
度
書
被
下
候
、
其
御
穿
鑿
之

刻
、
地
蔵
寺
門
下
ニ
無
紛
由
密
厳
寺

新
居
衆
分
不
残
連
判
仕
指
上
候
而
御
座
候
、
又
於

所
々
一
﨟
と
申
シ
門
下
首
御
座
候
、
密
厳
寺
も
新
居
衆
分
之
頭
ニ
而
御
座
候
、
此
頭
分

蓬
庵
公
様
へ
指
上
ヶ
申
書
物
仕
、
福
田
四
郎
兵
衛
殿
迄
指
上
ヶ
被
掛
御
目
候
ヲ
、
則
地
蔵

寺
へ
被
下
御
座
候
」
と
あ
る
。

（
43
）
安
楽
院
も
地
蔵
寺
末
寺
（
北
島
衆
分
）
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
一
件
以
前
の
安
楽
院
は

無
住
の
時
期
が
長
く
、
一
一
年
前
（
寛
文
四
年
・
一
六
六
四
）
に
讃
州
瀧
東
院
弟
子
を
高

房
村
庄
屋
の
肝
煎
で
入
院
さ
せ
、
八
年
間
住
持
を
務
め
さ
せ
て
き
て
い
た
。
し
か
し
そ
の

後
の
三
年
間
は
無
住
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
能
満
寺
が
兼
帯
同
様
に
安
楽
院
に
関
与
し

て
き
て
い
た
と
い
う
（
延
宝
三
年
〈
一
六
七
五
〉
四
月
八
日
「（
前
欠
、
安
楽
院
お
よ
び

旦
那
頭
分
よ
り
の
返
答
書
）」[E

25−144−35]

）。
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（
44
）
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
三
月
一
六
日
「
覚
」（
光
福
寺
・
光
蓮
寺
・
円
通
寺
あ
て
）[K

4−1−17]

、
同
日
「
覚
」（
安
楽
院
あ
て
）[K

4−1−2−5]

。

（
45
）
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
九
月
晦
日
「
御
吟
味
ニ
付
申
上
ル
覚
」[E

25−115−2−6]

。

（
46
）
高
柳
眞
三
・
石
井
良
助
編
『
御
触
書
寛
保
集
成
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
）
一
一

七
四
。
周
知
の
よ
う
に
、
家
綱
朱
印
状
で
あ
る
「
定
」
九
ヶ
条
と
、
老
中
連
署
の
「
条
々
」

五
ヶ
条
か
ら
な
る
。
と
く
に
前
者
で
は
、
諸
宗
法
式
の
遵
守
（
一
条
目
）、
法
式
を
乱
す

僧
侶
を
寺
院
住
持
と
す
る
こ
と
の
禁
止
（
二
条
目
）
に
つ
い
で
、
三
条
目
に
「
一
、
本
末

之
規
式
不
可
乱
之
、
縦
雖
為
本
寺
、
対
末
寺
、
不
可
有
理
不
尽
之
沙
汰
事
」
と
あ
る
。

（
47
）
高
埜
利
彦
「
一
七
世
紀
後
半
の
日
本
―
社
会
と
文
化
―
」（
初
出
二
〇
〇
三
年
、
高
埜

『
近
世
の
朝
廷
と
宗
教
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
所
収
）。

（
48
）
末
寺
数
が
三
三
ヶ
寺
と
少
な
い
が
、
板
野
郡
内
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
の
ほ
か
に
理
由

は
不
明
で
あ
る
。

（
49
）
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
八
月
二
一
日
「
覚
」[K

4−6−75]

。

（
50
）
勝
浦
郡
の
鶴
林
寺
で
は
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
に
「
鶴
林
寺
寺
家
・
門
中
諸
法
度
」

が
作
成
さ
れ
、
六
寺
家
・
一
五
末
寺
が
連
署
し
て
鶴
林
寺
に
提
出
し
て
い
る
（﹇
本
坊C

−
4

﹈『「
四
国
八
十
八
箇
所
霊
場
と
遍
路
道
」
調
査
報
告
書
5
霊
鷲
山
宝
珠
院
鶴
林
寺
』
徳

島
県
・
徳
島
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
四
年
）。

（
51
）
正
智
院
は
高
野
山
を
代
表
す
る
学
侶
方
院
家
の
一
つ
で
、
山
内
学
僧
の
養
成
所
（
法
談

所
）
と
し
て
枢
要
の
地
位
に
あ
り
、
歴
代
院
主
は
高
野
山
の
左
学
頭
と
な
っ
て
い
た
（
山

本
信
吉
編
『
高
野
山
正
智
院
経
蔵
史
料
集
成
一
正
智
院
文
書
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四

年
）。

（
52
）
前
掲
長
谷
川
賢
二
「
古
代
・
中
世
」『
報
告
書
』。

（
53
）『
続
真
言
宗
全
書
第
三
十
四
』
続
真
言
宗
全
書
刊
行
会
、
一
九
七
六
年
、
の
ち
復
刻
版
・

高
野
山
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
八
年
、
二
九
頁
。
一
七
世
紀
後
半
に
地
蔵
寺
玉
龍
が
記
し

た
伝
承
に
よ
れ
ば
、
景
義
は
地
蔵
寺
が
あ
る
矢
武
村
桑
内
出
身
で
、
地
蔵
寺
の
宥
信
法
印

の
弟
子
で
あ
っ
た
と
い
う
（「
正
地
法
流
」[E

24−20]

）。

（
54
）
蓬
庵
の
法
流
判
物
以
前
に
、
初
代
藩
主
至
鎮
が
正
智
院
に
対
し
て
、
次
の
判
物
（
写
、

﹇K
4−1−2−1

﹈）
を
発
給
し
て
い
た
と
、
の
ち
に
地
蔵
寺
は
主
張
し
て
い
る
。

当
国
地
蔵
寺
門
徒
之
儀
、
高
野
山
正
智
院
為
法
流
之
由
緒
上
は
、
自
今
以
後
如
先
キ

被
任
御
覚
悟
、
諸
式
可
有
御
指
南
候
、
恐
惶
謹
言

慶
長
十
二
十
一
月
十
七
日

蜂
須
賀
阿
波
守

至
鎮
御
在
判

正
智
院

御
同
宿
中

（
55
）
た
だ
し
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
以
降
の
文
面
で
は
「
当
国
板
野
郡
地
蔵
寺
門
徒
之

儀
、
高
野
山
正
智
院
法
流
之
事
候
、
然
上
は
如
先
例
何
も
無
異
儀
相
心
得
候
様
可
申
達
者

也
」
と
略
記
さ
れ
て
い
る
。

（
56
）
他
に
地
蔵
寺
か
ら
末
寺
へ
の
法
流
遵
守
を
求
め
る
廻
状
と
し
て
は
、
安
永
二
年
（
一
七

七
三
）「（
正
智
院
法
流
判
物
遵
守
す
べ
き
旨
の
廻
状
）」[E

24−5]

が
残
る
。

（
57
）
一
三
代
斉
裕
か
ら
判
物
が
発
給
さ
れ
た
際
に
も
、
地
蔵
寺
は
末
寺
四
五
ヶ
寺
に
対
し
て

判
物
遵
守
の
廻
状
を
出
し
て
い
る
（
弘
化
二
年
〈
一
八
四
五
〉
正
月
「（
判
物
発
給
に
つ

き
廻
状
）」[K

4−1−9]

）。

（
58
）『
続
真
言
宗
全
書
第
三
十
四
』（
続
真
言
宗
全
書
刊
行
会
、
一
九
七
六
年
、
の
ち
復
刻
版
・

高
野
山
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
八
年
）
三
一
頁
。

（
59
）（
元
文
三
）
午
一
一
月
二
五
日
「
申
上
ル
覚
」[E

25−105]

、
同
「
御
尋
ニ
付
申
上
覚
」[K

4−15−14−2]

。

（
60
）（
天
和
三
年
〈
一
六
八
三
〉
九
月
一
八
日
）「（
正
智
院
よ
り
長
谷
川
主
計
あ
て
書
状
）」[K

4−1−8−6]

、（
同
年
一
〇
月
二
六
日
）「（
長
谷
川
主
計
よ
り
賀
島
主
水
あ
て
書
状
）」[K

4−
1−25]

。

（
61
）幕
末
期
に
地
蔵
寺
は
、
正
智
院
に
対
し
て
、
毎
年
正
月
に
書
状
と
金
子
百
疋
を
送
付
し
、

ま
た
荘
厳
院
住
職
が
死
去
し
た
際
に
も
報
告
を
し
て
い
る
（「（
公
私
雑
記
）」[F

3−12]

）。

（
62
）
拙
稿
「
極
楽
寺
の
歴
史
」（『「
四
国
八
十
八
箇
所
霊
場
と
遍
路
道
」
調
査
報
告
書
17
日

照
山
無
量
寿
院
極
楽
寺
』
徳
島
県
、
二
〇
二
一
年
、
第
三
章
第
一
節
）。

（
63
）
三
宅
正
浩
「
近
世
蜂
須
賀
家
に
お
け
る
家
老
政
治
の
成
立
と
展
開
」
前
掲
三
宅
『
近
世

大
名
家
の
政
治
秩
序
』
第
四
章
、
一
六
二
〜
一
六
四
頁
。

付
記

地
蔵
寺
文
書
の
調
査
・
利
用
に
際
し
、
所
蔵
者
で
あ
る
地
蔵
寺
の
岡
本
慈
勝
住
職
よ
り
、
格

別
の
ご
配
慮
を
賜
っ
た
。
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
慶
長
・
元
和
期
の
史
料
翻
刻
・

読
解
に
つ
い
て
、
徳
島
市
立
徳
島
城
博
物
館
学
芸
員
・
森
脇
崇
文
氏
よ
り
多
大
な
る
ご
教
示
を

賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
な
お
本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費17

K
02778

お
よ

び
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ20

H
01309

の
助
成
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
。

町 田 哲

―２８９―



The Formation of Main Temple-Subordinate Temple Relationships
in Shingon Buddhist Temples in Early Modern Awa Domain

MACHIDA Tetsu

Although Sh�gonin-Jiz�Temple (The Fifth Site on Shikoku’s 88-Temple Pilgrimage Route) was under the
authority of the K�yasan Temple Organization, it was independent in the sense that it lacked a specific main
temple to which it was directly subordinate. By the end of the eighteenth century, it had become one of Awa

Province’s most influential Shingon Buddhist temples, with 45 sub-temples under its authority. This article seeks

to elucidate the process whereby local main temple-subordinate temple relationships were formed in the

seventeenth century.

During the early seventeenth century, Jiz�Temple established authority over its sub-temples through the
propagation of a specific set of Buddhist teachings, ultimately securing, as customary privilege, the right to

appoint sub-temple head priests and collect monetary offerings from temple parishioners at the time of funerals.

These rights, however, ultimately led to a dispute between Jiz�Temple and its sub-temples, which attempted to
gain their independence. In Genna 9 (1623), Jiz�Temple secured victory in the dispute after receiving an official
declaration from H�an, guardian of the second lord of Awa Domain, Hachisuka Tadateru. At the same time, it
successfully established control over its sub-temples, which were organized into groups known as shubun. Also,

during approximately the same period, Jiz�Temple obtained a sealed declaration from H�an, which granted the
Temple official permission to disseminate the Buddhist teachings of K�yasan’s Sh�moin Temple.
By obtaining an official declaration from H�an, Jiz�Temple was, from the Genna period onward, able to quash

efforts on the part of its sub-temples to obtain independence. Following the promulgation of the Kanbun 5 (1665)

“Laws for Temples of the Various Buddhist Sects,” Jiz�Temple was at last able to formally establish itself as a
“main temple” and, during the second half of the seventeenth century, to assert unitary control over all of its

subordinates, which were formally classified as “sub-temples.”

By securing an official declaration from H�an and a sealed proclamation guaranteeing it the right to spread
the Buddhist teachings of Sh�moin Temple, Jiz�Temple succeeded in establishing a direct connection, via the
medium of Buddhist instruction, with Sh�moin Temple, which it then transmitted to its sub-temples. By doing so,
Jiz�succeeded in asserting authority over local sub-temples, despite the fact that it lacked direct affiliation with a
major central temple authority.

―２９０―
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